
　

【表紙】 　
【提出書類】 有価証券報告書

【根拠条文】 金融商品取引法第24条第１項

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成24年１月27日

【事業年度】 第21期(自 平成22年11月１日　至　平成23年10月31日)

【会社名】 株式会社セルシス

【英訳名】 ＣＥＬＳＹＳ，Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長　野　﨑　愼　也

【本店の所在の場所】 東京都新宿区西新宿四丁目15番７号

【電話番号】 03-6820-8006

【事務連絡者氏名】 取締役管理部長　伊　藤　　　賢

【最寄りの連絡場所】 東京都新宿区西新宿四丁目15番７号

【電話番号】 03-6820-8006

【事務連絡者氏名】 取締役管理部長　伊　藤　　　賢

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

　 (東京都中央区日本橋兜町２番１号)

　

EDINET提出書類

株式会社セルシス(E04495)

有価証券報告書

  1/117



第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

提出会社の状況

　

回次 第17期 第18期 第19期 第20期 第21期

決算年月 平成19年10月 平成20年10月 平成21年10月 平成22年10月 平成23年10月

売上高 (千円) 1,773,1382,445,7542,695,6642,721,1202,702,092

経常利益 (千円) 71,887 432,200 474,421 504,761 444,344

当期純利益 (千円) 38,566 240,744 272,969 295,388 228,064

持分法を適用した
場合の投資利益

(千円) ― ― △56,316 △6,546 △9,598

資本金 (千円) 735,762 745,402 757,669 768,552 907,548

発行済株式総数 (株) 29,451 29,805 30,240 30,611 33,833

純資産額 (千円) 1,338,0011,605,8471,886,6872,175,1872,654,674

総資産額 (千円) 1,659,0322,224,6562,369,1132,698,0643,399,671

１株当たり純資産額 (円) 45,431.4553,552.3961,810.8970,503.1477,837.47

１株当たり配当額

（うち１株当たり中間
配当額）

(円)

（円）

―
 

（－）

800
 

（－）

900
 

（－）

1,000
 

（－）

1,000
 

（－）

１株当たり当期純利益
金額

(円) 1,331.808,152.539,141.329,740.137,059.28

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益
金額

(円) 1,252.487,762.688,718.559,344.796,903.92

自己資本比率 (％) 80.6 71.7 78.9 80.0 77.5

自己資本利益率 (％) 3.4 16.4 15.8 14.7 9.5

株価収益率 (倍) 101.4 12.6 24.9 10.4 8.0

配当性向 (％) ― 9.9 10.0 10.4 14.8

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 35,161 636,686 201,141 748,527 497,277

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △ 206,733△680,429△427,241△617,532△915,746

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 343,580 5,060 △8,474 △6,773 569,032

現金及び現金同等物
の期末残高

(千円) 665,796 627,114 392,539 516,760 667,323

従業員数
〔外、平均臨時
　雇用者数〕

(名)
119

〔102〕

139

〔107〕

122

〔61〕

118

〔38〕

139

〔36〕
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(注) １　当社は連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移については、記

載しておりません。

２　売上高には、消費税等は含まれておりません。

３　従業員数欄の〔外書〕は、臨時従業員の年間平均雇用人員であります。
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２ 【沿革】

　

年月 概要

平成３年５月
神奈川県横浜市緑区にコンピュータとグラフィックの融合する領域で、オリジナリ
ティーのある事業活動を行うことを目的とした、株式会社セルシス(資本金10,000
千円)を設立。

平成４年４月 本社を東京都渋谷区代々木三丁目13番４号に移転。

平成５年９月 業務用アニメ制作ソフトウェア「RETAS!PRO Ver.1.0」発売。

平成７年５月 本社を東京都渋谷区代々木四丁目23番13号に移転。

平成８年３月 本社を東京都渋谷区代々木三丁目43番３号に移転。

平成10年10月 本社を東京都渋谷区代々木四丁目27番25号に移転。

平成13年８月 マンガ制作ソフトウェア「ComicStudio Ver.1.0」発売。

平成15年11月
KDDI(au)「CDMA 1X WIN(Java版)」で携帯電話向けマンガビューア
「ComicSurfing」が公式ビューアとして採用。「コミックステーション」で本格的
携帯電話向け電子コミック配信サービスが始まる。

平成15年12月 電子コミック制作ソフトウェア「ComicStudioEnterprise」発売。

平成16年６月
NTT DoCoMo「FOMA 900iシリーズ」向けコミック配信サービス「まんが稲妻大革
命」で「ComicSurfing」採用。

平成16年12月
Vodafone（現ソフトバンク）「Vodafone live！」向け電子コミックサイト
「Handy ブックショップ」で「ComicSurfing」採用。

平成18年10月
携帯電話向けマンガビューア「ComicSurfing」は、小説などの文字系コンテンツ閲
覧にも対応した総合電子書籍ビューア「BookSurfing」へバージョンアップ。

平成18年12月 名古屋証券取引所セントレックス市場へ株式を上場。

平成19年７月
総合電子書籍ビューア「BookSurfing」がウィルコム社製のスマートフォン
「Advanced / W-ZERO3 [es]」に対応。

平成20年４月
総合電子書籍ビューア「BookSurfing」がイー・モバイル社製の携帯電話「H11T」
に対応。

平成21年２月 本社を東京都新宿区西新宿四丁目15番７号に移転。

平成21年４月 イラスト制作ソフトウェア「IllustStudio」発売。

平成22年11月 東京証券取引所市場第二部に株式を上場。

平成23年１月 名古屋証券取引所セントレックス市場の株式につき上場廃止。

（注）当社は、平成23年11月25日に、株式会社エイチアイと共同株式移転の方法により両社の完全親会社と

なるアートスパークホールディングス株式会社を平成24年４月２日（予定）に設立すること決議し、

平成24年１月26日開催の両社の株主総会において承認されました。
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３ 【事業の内容】

当社は、日本の誇るコンテンツ文化（※1）であるアニメ、マンガ産業がより活性化することを目的に、

様々な角度からIT技術で支援しております。

アニメ作品、マンガ作品、イラスト作品の制作をパソコンで可能にするソフトウェア、また、第三世代携帯

電話（※２）を中心とした新しいデジタルメディア（※３）でマンガ作品が読めるビューア（※４）や、

そのオーサリング（※５）ツールなど、アニメ、マンガ産業のニーズに特化した開発を行っております。

このような技術開発を基に当社におきましては、電子書籍サポート事業及びクリエイターサポート事業

の２事業を営んでおります。

電子書籍サポート事業におきましては、携帯電話を始めとする各種プラットフォームへ、総合電子書籍

ビューア「BS Reader」（旧「BookSurfing」）を中心とした電子書籍配信ソリューション（※６）を提供

いたしております。また、関連会社5digistar株式会社は、Flash（※７）向けビューア「StarViewer」の開

発・販売を行っております。

クリエイターサポート事業におきましては、アニメ制作支援ソフトウェア「RETAS STUDIO」、マンガ制作

ソフトウェア「ComicStudio」、イラスト制作ソフトウェア「IllustStudio」等の制作ソフトウェアの開発

・販売を行っております。また、インターネットを通じて、イラスト、マンガ、アニメ、小説を制作するクリエ

イターの創作活動をトータルに応援するサイト「CLIP」を開始しており、次期事業年度でも経営リソース

を開発等に傾注し、当社における次の事業の柱として推進してまいります。

　

　※１　コンテンツ

　　　音楽、映画、アニメ、ゲームなどの、娯楽や教養のために文字・音声・画像・映像などを使用して創作す

る内容もしくは創作物のこと。

※２　第三世代携帯電話

　　　第三世代の携帯電話方式の総称。国際電気通信連合が定める「IMT-2000」規格に準拠したデジタル携帯

電話のこと。高速なデータ通信やマルチメディア（※８）を利用した各種のサービスなどが提供され

ている。

※３　デジタルメディア

　　　デジタル技術を使った文字・音声・画像・映像などの表現を可能とする媒体のこと。

※４　ビューア

　　　文章・音声・画像・映像などのコンテンツをスムーズに閲覧するためのソフトウェアのこと。

※５　オーサリング

　　　文字・画像・音声・映像といった複数の情報をコンピュータ上で編集・統合し、ひとつのデータやタイ

トルにまとめること。

※６　ソリューション

　　　さまざまな物事、ビジネス、サービスにおける問題、課題を解決するためのコンピュータシステム及び

サービスの総称のこと。
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※７　Flash

　　　Adobe Systems社が開発している音声・画像・映像・ゲームなどを扱うための規格、及びそれらを制作

する同社のソフトウェア群の名称のこと。

※８　マルチメディア

　　　コンピュータ上で文字・画像・音声・映像など様々な形態の情報を統合して扱う媒体のこと。利用者の

操作に応じて情報の表示や再生の仕方に変化が生まれる双方向性（インタラクティブ性）を有する。

　

各事業の具体的な内容は次のとおりであります。

　

(1) 電子書籍サポート事業

当社は、携帯電話利用者にコンテンツを配信するコンテンツプロバイダー（※９）もしくは通信

キャリア（※10）に対して、当社が開発した総合電子書籍ビューア「BS Reader」の提供・使用許諾を

行い、当該ビューアを使用したコンテンツ売上に対する一定料率のロイヤリティ（※11）を受け取っ

ております。

本事業ではこの他、マンガ等の出版物を携帯端末向けに加工するためのオーサリングソフトウェア

「BS BookStudio」（旧「ComicStudioEnterprise」）の開発及び販売（貸与）や、コンテンツ配信用

のデータサーバー（※12）「ComicDC」の開発及び提供等も行っております。

　

※９　コンテンツプロバイダー

デジタル化されたコンテンツを提供する事業者の総称のこと。

※10　通信キャリア

固定電話や携帯電話等の電気通信サービスを提供する会社のこと。

※11　ロイヤリティ

特定の権利（主に特許権、商標権、著作権などの知的財産権）を利用する者が、その権利を持つ者に

支払う対価のこと。

※12　サーバー

コンピュータネットワークにおいて、他のコンピュータからの要求に応じて自身の持っている機能

やデータを提供するコンピュータのこと。
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電子書籍サポート事業の系統図は、次のとおりであります。

　

　

※13　ＳＢＭ

ソフトバンクモバイル株式会社

　

「BS Reader」による電子書籍の表示方式

次の３つの方式があります。

紙芝居ビュー
マンガ、アニメ、写真集等の画像を、画面サイズに合わせ１枚
づつ紙芝居のように展開する表示方式

スクロールビュー １枚のページ画像をスクロールしながら再生する表示方式

テキストビュー
縦書き／横書きに対応し、小説等のテキストを表示する表示
方式
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「BS Reader」の特徴

次のような特徴があります。

機能 機能の内容

サウンド 場面にあわせて効果音やテーマ曲を鳴らす機能

バイブレーション 場面にあわせた携帯電話のバイブレーション機能

ホットスポット・ＵＲＬ
ジャンプ（※14）

指定したサイト（ＵＲＬ）へリンクする機能

字幕 字幕、お知らせなどの文字列をスクロール表示する機能

豊富な画面効果 画面や場面の切替え時の演出機能

フキダシの拡大 文字の大きさ調整、フキダシの拡大機能

パラパラアニメ機能 数枚の画像の自動進行による簡易アニメーション演出機能

分岐設定 選択肢作成と内容選択によるストーリー展開の分岐設定機能

※14　ホットスポット

画面上の指定された領域やボタンのこと。これをクリックすると他のページや様々な入力画面など

にジャンプできる。

　

(2) クリエイターサポート事業

クリエイターサポート事業におきましては、イラスト制作ソフトウェア「IllustStudio」、マンガ制

作ソフトウェア「ComicStudio」シリーズ及びアニメ制作支援ソフトウェア「RETAS STUDIO」等の企

画から開発まで、自社内で行っております。

イラスト制作ソフトウェア「IllustStudio」、マンガ制作ソフトウェア「ComicStudio」シリーズ、

アニメ制作支援ソフトウェア「RETAS STUDIO」と、コマ撮りアニメソフトウェア「CLAYTOWN」は、主

に、PC流通業者及び小売業者を通して販売しております。　

また、クリエイターサポート事業では、インターネットを通じて、イラスト、マンガ、アニメ、小説を制

作するクリエイターの創作活動をトータルに応援するサイト「CLIP」を開始しております。

創作活動応援サイト「CLIP」は、イラスト、マンガ、アニメ、小説等の創作活動に必要なアイテムをレ

ンタルできる「道具をそろえる」、作品制作に利用可能な各種素材をダウンロードしたり、自作の素材

を公開できる「素材をさがす」、全国のセブン-イレブン店頭にあるコピー機からプリント出力できる

「プリントサービス」、グラフィックソフトの使い方や「CLIP」の活用法を解説する「使い方講座」、

作品制作に必要なデータを保管・共有できる「保管・共有する」、作品を発表するサイトを作れる

「作品を見てもらう」等の各サービスを提供しております。
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クリエイターサポート事業の系統図は、次のとおりであります。

　

　
「IllustStudio」の主な機能と特徴

PC上でのイラスト制作をサポートする多彩な機能を備えたイラスト制作ソフトウェアです。

主な機能と特徴は次のとおりです。

機能・特徴 機能・特徴の内容

ペンツール

「ベクトルマップテクノロジー」（※15）と筆圧感知機能に
より、手書きのペンタッチを再現。Ｇペンや丸ペン（※16）な
ど、ペンの種類を選択する機能。 
線のブレや乱れを補正する機能、描線にタッチをつける機能、
作業しやすいサイズや向きにキャンバスを拡大・縮小・回転
する機能、ベクター形式（※17）により解像度変更、画像拡大
・縮小を行った際の品質維持の機能 

ユーザーインターフェイス
（※18）

ユーザーインターフェイスのカスタマイズ機能

ブラシ

水を溶剤とする絵具の描写を再現した「水彩ツール」、カ
ラースプレーの描写を再現した「エアブラシツール」、毛筆
の描写を再現した「筆ペンツール」などのブラシツールを選
択できる機能

着色ツール

色の種類・濃さ・明るさ（輝度）を連続的に変化させて着色
する「グラデーション」機能、２色の線で囲まれた範囲をそ
の２色を始点と終点として色を連続的に変化させて着色する
「等高線塗り」機能、キャラクターの髪の毛など線で囲まれ
た範囲（閉領域）が複数ある部分を一括して着色できる「閉
領域フィルツール」機能 

作業効率向上機能
色選択機能、選択範囲指定機能、背景・人工物の作画支援機
能、3Dデータ取り込み機能など

入出力

スキャナからの画像の読み込み機能、印刷、JPEG ・BMP など
の汎用画像フォーマットの入出力機能、Photoshop 形式の
データのレイヤー別読み込み・書き出し機能、デジタルイラ
スト向けRGB・印刷向けCMYK 形式のデータを出力する機能、
実際の印刷結果に近い画面表示を見ながら作業ができる機能
（※19）

※15　ベクトルマップテクノロジー

当社特許（登録番号3513490）を使用した、ペンタブレットで入力した線データをリアルタイムでベ

クター形式（※17）のデータに変換することによりペンで描いたタッチをそのまま画面上で再現でき

る技術のこと。
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※16　Ｇペンや丸ペン

つけペン（端にインクを付けながら筆記・描画に用いる筆記具）に装着することができるペン先の

こと。Ｇペンは主にメリハリのある線を描写する際に、また丸ペンは主に細い線を描写する際に使用さ

れる。

※17　ベクター形式

２次元コンピュータグラフィックスをコンピュータ内部で表現するデータ形式のひとつのこと。

※18　ユーザーインターフェイス

コンピュータとそれを利用する人間との間で情報をやり取りする際の方式のこと。

※19・JPEG

静止画像データの画像形式のひとつのこと。圧縮によりデータ容量を抑えることができる。

　　・BMP

静止画像データの画像形式のひとつのこと。原則として圧縮は行われない。

　　・レイヤー

複数の画像を重ねて使用することで画像の編集を容易にする機能のこと。

　　・Photoshop

Adobe Systems社が開発した汎用画像処理ソフトのこと。

　　・RGB

赤 (Red)、緑 (Green)、青 (Blue) の３色からなる、色の表現方法のひとつのこと。主にブラウン管・

液晶・デジタルカメラなどでの画像再現に使用される。

　　・CMYK

シアン（Cyan）、マゼンタ（Magenta）、イエロー（Yellow）、キー（Key）の4色からなる、色の表現

方法のひとつのこと。主にカラー印刷で使用される。
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「ComicStudio」の主な機能

マンガ制作の全ての工程をPC上で行え、イメージした作品に仕上がるまで、何度でも簡単に修正を

行うことができます。次のような機能があります。

機能 機能の内容

原稿用紙の設定
４コママンガ用、ハガキサイズ、提携印刷所入稿用などの原稿
用紙テンプレートを選択したり、オリジナルの原稿用紙を作
成したりする機能

ページ構成の制作 マンガの設計図となるネーム（絵コンテ）を作成する機能

下描き ネーム（絵コンテ）を元に原稿への下描きをする機能

コマ割り コマを割りたい部分をカットしてコマの枠線を作成する機能

ペン入れ（絵を描く） 下描きした描線に本番の線を引く機能

背景
写真や3Dデータの取り込み及びパース定規（※20）機能に
よって背景を描写する機能

仕上げ 集中線（※21）や流線（※22）の作成機能

スクリーントーン
ドラッグ＆ドロップによるスクリーントーン（※23）の貼り
付け機能

セリフ入力 フキダシを作成しセリフを入力する機能

　

「ComicStudio」の特徴

次のような特徴があります。

特徴 特徴の内容

ペンタッチ
「ベクトルマップテクノロジー」と筆圧感知機能により手書
きのペンタッチをPC上で再現

デジタルトーン作業
解像度に依存せずデジタルマンガ特有の「モアレ」（※24）
が生じないトーンデータを生成できる。そのまま使用できる
トーンの素材を収録

制作作業効率化
線の描き直し、トーン貼り替え、セリフ修正など、原稿の変更
・修正が可能

ワンソース・マルチユース
（※25）

ベクター形式のフォーマットにより、ひとつのデータから紙
への印刷、印刷所へのデジタル入稿、画像変換によるWeb掲載
などが可能。

※20　パース定規

透視図法（目に映る像を平面に正確に写すための技法）による描写に使用される画材のこと。

※21　集中線

対象を強調したいときやスピード感を出したいときに使用される、集中点と呼ばれる中心へ向かっ

て描かれた複数の線のこと。

※22　流線

動きの方向を強調しながらスピード感を出したいときに使用される、平行に描かれた複数の線のこ

と。

※23　スクリーントーン

イラスト、漫画などの作成に用いる、柄のついた、または白と黒の点がある一定の比率で様々なパ

ターンが印刷されているシール状の画材のこと。
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※24　モアレ

規則正しい繰り返し模様を複数重ね合わせた時に、それらの周期のずれにより視覚的に発生する縞

模様のこと。

※25　ワンソース・マルチユース

ひとつのデータを複数の目的や媒体で使用すること。

　

「RETAS STUDIO」の主な機能

「RETAS STUDIO」は、工程ごとに設計された４つのソフトウェアで構成されています。

ソフトウェア ソフトウェアの機能・特徴

STYLOS HD
レイアウト・原画・動画の作成から作画修正、影指定などを
行う

TraceMan HD
紙に描かれた動画や背景画をコンピュータに取り込み、色彩
に適した画像へ変換処理を行う

PaintMan HD
動画の彩色から色指定、特殊効果、セル検査など、仕上げ工程
を行う

CoreRETAS HD
彩色されたセルや背景などの素材を組み合わせて、カメラ
ワークや特殊効果の設定を行う
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４ 【関係会社の状況】

  平成23年10月31日現在

名称 住所
資本金又は出資
金（千円）

主要な事業の内容
議決権等の所有
（被所有）割合
（％）

関係内容

（関連会社）
5digistar株式会社

兵庫県神戸市
中央区

10,000ソフトウェア開発
（所有）
直接15.8

ソフトウェア開発の外
注、役員の兼任１名

(注) １　持分は100分の20未満ですが、実質的な影響力を持っているため関連会社としたものであります。

　　 ２　有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社はありません。

　

５ 【従業員の状況】

(1) 提出会社の状況

平成23年10月31日現在

従業員数(名) 平均年齢(歳) 平均勤続年数(年) 平均年間給与(円)

139〔36〕 34.7 3.8 5,117,814

　
セグメントの名称 従業員数（名）

電子書籍サポート事業
127〔36〕

クリエイターサポート事業

全社（共通） 12〔―〕

合計 139〔36〕

(注) １　従業員数は就業人員であります。

２　従業員数には、使用人兼務取締役１名を含んでおります。

３　従業員数欄の〔外書〕は、臨時従業員（パートタイマーを含みます）の年間平均雇用人員であります。

４　平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。

５　当社は事業の種類ごとの経営組織体系を有しておらず、同一の従業員が複数の事業に従事しております。

６　全社（共通）として記載されている従業員は、管理部門に所属しているものであります。

７　従業員が最近１年間において21名増加しておりますが、これは事業拡大に向けたものであります。

　

(2) 労働組合の状況

労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。
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第２ 【事業の状況】

１ 【業績等の概要】

(1) 業績

当事業年度（自平成22年11月１日至平成23年10月31日）におけるわが国経済は、新興国を中心とする

経済の成長や政府による景気対策により、一部に持ち直しの動きがみられたものの、不安定な中東情勢に

伴う原油価格の高騰、東日本大震災の甚大な被害とその後の原子力災害、米国債の格下や欧州の債務問題

等による円高の高止まりにより、多くの企業は景気先行きへの警戒感を緩めておらず先行投資には慎重

な姿勢が続き、依然として先行き不透明な状況が続いております。

こうした状況の下、当社の電子書籍サポート事業の中心である携帯電話市場においては、平成23年10月

末で高速データ通信が可能な第三世代携帯電話の契約加入台数が１億2,296万台（前年同月は１億1,388

万台、8.0％増）と、携帯電話総契約数の99.4％に達し、iPhoneやAndroid等のスマートフォンも本格的に

普及し始めました。（出所：社団法人電気通信事業者協会発表「携帯電話・PHS契約数」より）

このような市場環境の中、当社では、総合電子書籍ビューア「BS Reader」のスマートフォン対応を始

めとする、電子書籍市場に向けたシステム開発やサービス提供を推進しました。また、インターネットを

通じてイラスト、マンガ、アニメ、小説を制作するクリエイターの創作活動をトータルに応援するサイト

「CLIP」では、リニューアルを実施し、より使いやすく楽しいサイトを目指しての機能改善、サービスの

追加等を行い、ユーザー拡大の施策を推進してまいりました。

その結果、平成23年10月期の売上高は2,702,092千円（前年同期比0.7％減）となりました。利益面で

は、売上が減少したこと、「CLIP」への開発投資を推進していること、償却費等の増加により営業利益は

457,580千円（前年同期比9.9％減）、経常利益は444,344千円（前年同期比12.0％減）、当期純利益は投

資有価証券を減損処理した影響もあり228,064千円（前年同期比22.8％減）となりました。　

　

　セグメント別の状況は次のとおりであります。

<電子書籍サポート事業>

平成23年10月末現在、携帯電話でマンガを中心としたコンテンツの閲覧を可能にした総合電子書籍

ビューア「BS Reader」を導入するサイト数が、NTTドコモ、au（KDDI）、ソフトバンクの主要３キャリア

合計1,014サイト（前年同月比9.5％減）となりました。また、携帯電話で閲覧できるコンテンツのファイ

ル数は、携帯電子書籍市場全体で988万ファイル以上（前年同月比43.8％増）となっております。

(注) 上記の記載におけるサイト数及びファイル数は、フィーチャーフォン（従来型の多機能携帯電話

端末）における数値となっており、スマートフォンにおける数値は含まれておりません。

電子書籍サポート事業につきましては、Android端末向けに簡単なブラウザ上の操作で決済処理までを

可能とするAndroid端末での配信に最適な書店構築のための電子書籍ストアソリューション「Smart×

Comic」の提供を開始した他、電子コミックの海外配信に必要となる専用ビューア、レタリング制作ソフ

トウェア、配信管理システムをトータルで提供可能なパッケージ・ソリューション「MCS（マルチリンガ

ル・コミック・ソリューション）」を開発しました。　

しかしながら、フィーチャーフォンからスマートフォンへのシフトが急速に進む中、スマートフォン向

けコンテンツ市場は、課金システム等のビジネス環境がフィーチャーフォン並みには整っていない影響

があり、売上高は2,091,145千円（前年同期比5.0％減）となりました。モバイルコンテンツ受託制作業務

は17,506千円（前年同期比57.3％減）、モバイルコンテンツ受託制作業務以外は2,073,638千円（前年同

期比4.0％減）となっております。　
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<クリエイターサポート事業>

クリエイターをトータルに応援するクリエイターサポート事業につきましては、売上高は610,947千円

（前年同期比17.3％増）となりました。

　

(2) キャッシュ・フローの状況

当事業年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前事業年度末に比べ150,563千円

増加し、667,323千円となりました。なお、当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要

因は、次のとおりであります。　

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動の結果得られた資金は、497,277千円（前事業年度は748,527千円の獲得）となりました。

　これは主として、法人税等の支払額236,502千円や売上債権の増加額134,261千円等資金の減少要因が

あったものの、税引前当期純利益の計上411,432千円、減価償却費456,756千円等の資金の増加要因があっ

たことによるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動の結果使用した資金は、915,746千円（前事業年度は617,532千円の使用）となりました。

　これは主として、ソフトウェア等の無形固定資産864,853千円の取得、有形固定資産27,288千円の取得等

によるものであります。ソフトウェアの取得につきましては、主に総合電子書籍ビューア「BS Reader」

のスマートフォンに対応するための機能追加の開発や、インターネットを通じてイラスト、マンガ、アニ

メ、小説を制作するクリエイターの創作活動をトータルに応援するサイト「CLIP」の開発によるもので

あります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動の結果得られた資金は、569,032千円（前事業年度は6,773千円の使用）となりました。

　これは主として、長期借入金の返済による支出71,926千円等があったものの、株式の発行による収入

271,569千円、長期借入れによる収入400,000千円があったことによるものであります。
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２ 【生産、受注及び販売の状況】

(1) 生産実績

当事業年度における生産実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

　

セグメントの名称
生産高
(千円)

前年同期比
(％)

電子書籍サポート事業 1,051,889 110.8

クリエイターサポート事業 1,208,432 111.0

合計 2,260,322 110.9

(注) １　金額は、当期総製造費用によっております。

２　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　

(2) 仕入実績

当事業年度における仕入実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

　

セグメントの名称
仕入高
(千円)

前年同期比
(％)

電子書籍サポート事業 188,132 97.5

クリエイターサポート事業 87,682 109.2

合計 275,815 100.9

(注) １　金額は、仕入価格によっております。

２　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　

(3) 受注実績

当事業年度における受注実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

　

セグメントの名称
受注高
(千円)

前年同期比
(％)

受注残高
(千円)

前年同期比
(％)

電子書籍サポート事業 2,091,714 95.2 1,712 149.8

クリエイターサポート事業 610,397 117.9 ― ―

合計 2,702,111 99.5 1,712 101.1

(注)　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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(4) 販売実績

当事業年度における販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

　

セグメントの名称
販売高
(千円)

前年同期比
(％)

電子書籍サポート事業 2,091,145 95.0

クリエイターサポート事業 610,947 117.3

合計 2,702,092 99.3

(注) １　主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合
　

相手先

前事業年度
(自　平成21年11月１日
至　平成22年10月31日)

当事業年度
(自　平成22年11月１日
至　平成23年10月31日)

金額
(千円)

割合
(％)

金額
(千円)

割合
(％)

KDDI株式会社 504,181 18.5 564,948 20.9

NTTソルマーレ株式会社 288,534 10.6 294,764 10.9

２　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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３ 【対処すべき課題】

当社が対処すべき課題と対処の方針は次のとおりであります。

①　人材の確保及び育成

当社は、急速な技術革新への対応と継続的な研究開発等が事業拡大には不可欠であり、このような環境

や変化に対応し、適切にニーズに合ったサービスを提供することが可能な体制を構築していくことが重要

であると認識しております。

そのために、優秀な人材の確保と育成は事業発展のための根幹と考え、適時必要な戦力となる社員の採

用を行い、育成していくことにより、業容拡大への源泉としてまいります。また、四半期ごとに人事評価を

実施するなど、人事制度面からも社員が能力を発揮するためのモチベーションを高める施策を行ってまい

ります。

② 新規事業の開拓

当社が長期的に発展し、株主の皆様のご期待にお応えしていくためには、社会に寄与することのできる

有益な製品の開発や、お客様に満足頂ける製品の改良や改善、及びサービスの提供に加え、新たな事業の創

出による拡大が必須であります。これらの実現のため、当社が長年培ってきたコンピュータ・グラフィッ

クの領域で広く業務・資本提携をも視野に入れた業容の拡大を図ってまいります。

なお、当社では、インターネットを通じてイラスト、マンガ、アニメ、小説を制作するクリエイターの創

作活動をトータルに応援するサイト「CLIP」を開始しております。電子書籍サポート事業に続く柱とし

て、次期事業年度においても事業育成に努めてまいります。

③　経営統合による効果の追求

　当社と株式会社エイチアイは、平成24年４月２日（予定）をもって、共同株式移転の方法により両社の

完全親会社となるアートスパークホールディングス株式会社を設立することについて合意に至り、平成

23年11月25日に開催した両社の取締役会において決議し、平成24年１月26日に開催した当社定時株主総

会及び平成24年１月26日に開催した株式会社エイチアイ臨時株主総会において承認されました。

株式会社エイチアイとの経営統合による効果の追求として次の課題に取り組んでまいります。

ⅰ 相互事業の売上拡大　

・コア技術の相互活用による製品・サービスラインアップの拡充と顧客満足の実現　

・両社が今まで蓄積したノウハウ・人材を結集することによる開発技術力、営業力の向上　

ⅱ 投資の選択と集中　

・一貫した戦略技術投資による開発負担の軽減と新事業創出機会の拡大　

ⅲ 重複分野の合理化による生産性向上　

・両社の事業構造改革、組織の統廃合等による効率化の推進により、生産性・収益性の高いオペレー

ションの実現

④　財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針

当社は、会社の支配に関する基本方針を次のとおり定めております。

Ⅰ.　財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針の内容について

　１.　基本的な考え方

　当社取締役会は、大規模買付行為を受け入れるか否かの判断は、最終的には、株主の皆様によってなさ

れるべきものと考えております。そして、大規模買付行為に際して、株主の皆様が大規模買付行為を受け

入れるか否かの判断を適切に行うためには、大規模買付者から一方的に提供される情報のみならず、現

に当社の経営を担っている当社取締役会から提供される情報及び当該大規模買付行為に対する当社取

締役会の評価・意見等も含めた十分な情報が提供され、判断のための合理的期間の確保をすることが不

可欠であると考えております。
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　以上の考え方に基づき、当社取締役会は、当社の企業価値・株主共同の利益を確保・向上させることを

目的として、本方針の骨子に従った大規模買付ルールの導入を決議いたしました。（以下、当社取締役会

で決議される当該具体的対応策を「大規模買付ルール」といいます。）当社では、大規模買付ルールの

内容を適時開示、当社事業報告等の法定開示書類における開示、当社ホームページ等への掲載等により

周知させることにより、当社株式を大規模に買付する場合には、当該買付を行う者には遵守すべき手続

があること及び当社が差別的行使条件付新株予約権の無償割当を実施することがあり得ることを事前

に警告することをもって、当社の買収防衛策とします。

　大規模買付ルールは、株主の皆様に対し、大規模買付行為に応じるか否かについて適切な判断をするた

めの必要かつ十分な情報と判断のための合理的期間を提供するものであり、当社企業価値及び株主共同

の利益の確保・向上に資するものであると考えております。
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　２．大規模買付ルールの骨子

　（１）大規模買付ルールの概要

　当社取締役会が設定する大規模買付ルールは、(a)大規模買付者に対して、事前に当社取締役会に対し、

必要かつ十分な情報の提供を求め、(b)大規模買付行為につき、当社取締役会による一定の評価期間を確

保したうえで、株主の皆様に当社取締役会の事業計画や代替案等を提示したり、大規模買付者との交渉

・協議等を行っていくための手続を定めています。

　（２）対象となる買付等

　当社は、平成23年１月28日開催の取締役会において、特定株主グループ（注１）の議決権割合（注２）

を20％以上とすることを目的とする当社株券等（注３）の買付行為、または結果として特定株主グルー

プの議決権割合が20％以上となるような当社株券等の買付行為（何れも事前に当社取締役会が同意し

たものを除きます。以下、このような買付行為を「大規模買付行為」といい、大規模買付行為を行う者を

「大規模買付者」といいます。）に関する対応方針を次のとおり決定いたしました。

　大規模買付ルールが対象とする買付等は、次の①または②に該当する買付またはこれに類似する行為

とします。

　　　①当社が発行者である株券等について保有者の株券等保有割合が20％以上となる買付

　②当社が発行者である株券等について公開買付に係る株券等の株券等所有割合及びその特別関係者の

株券等所有割合の合計が20％以上となる公開買付

　注１ 特定株主グループとは、当社の株券等（金融商品取引法第27条の23第１項に規定する株券等をい

います。）の保有者（同法第27条の23第１項に規定する保有者をいい、同条第３項に基づき保有者

に含まれる者を含みます。）及びその共同保有者（同法第27条の23第５項に規定する共同保有者

をいい、同条第６項に基づき共同保有者とみなされる者を含みます。）、ならびに当社の株券等

（同法第27条の２第１項に規定する株券等をいいます。）の買付等（同法第27条の２第１項に規

定する買付等をいい、取引所有価証券市場において行われるものを含みます。）を行う者及びその

特別関係者（同法第27条の２第７項に規定する特別関係者をいいます。）を意味します。

　注２ 議決権割合とは、特定株主グループの具体的な買付方法に応じて、(a)特定株主グループが当社の

株券等（金融商品取引法第27条の23第１項に規定する株券等をいいます。）の保有者及びその共

同保有者である場合の当該保有者の株券等保有割合（同法第27条の23第４項に規定する株券等保

有割合をいいます。この場合においては、当該保有者の共同保有者の保有株券等の数（同項に規定

する保有株券等の数をいいます。）も計算上考慮されるものとします。）または(b)特定株主グ

ループが当社の株券等（同法第27条の２第１項に規定する株券等をいいます。）の大規模買付者

及びその特別関係者である場合の当該大規模買付者及び当該特別関係者の株券等の保有割合（同

法第27条の２第８項に規定する株券等保有割合をいいます。）の合計をいいます。各株券等保有割

合の算定にあたっては、総議決権（同法第27条の２第８項に規定するものをいいます。）及び発行

済株式の総数（同法第27条の23第４項に規定するものをいいます。）は、有価証券報告書、四半期

報告書及び自己株券買付状況報告書のうち直近に提出されたものを参照することができるものと

します。

　注３ 株券等とは、金融商品取引法第27条の23第１項に規定する株券等を意味します。
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Ⅱ. 基本方針実現のための取組

　１．基本方針の実現に資する取組

　当社は、平成３年に設立以降、今日にいたるまで、コンピュータとグラフィックの融合する分野で、パイ

オニアとなるべく、オリジナリティのある活動を追求してまいりました。 これまで、アニメ制作支援ソ

フトウェア「RETAS STUDIO」、マンガ制作ソフトウェア「ComicStudio」等、アニメ・マンガ環境のデジ

タル化を推進してきた実績とノウハウをベースに、グラフィックコンテンツ分野におけるトータルソ

リューションプロバイダーを目指しております。 今後も、コンテンツの制作・閲覧環境から、流通支援、

そしてコンテンツを通じたコミュニケーションまで、クリエイターの創作活動をIT技術でトータルに支

援し、日本が世界に誇るコンテンツ文化を活性化してまいりたいと考えております。 当社の持つ経営資

源を有効に活用しながらこれらの事業を推進し、更なる業容拡大を実現することで当社の企業価値、ひ

いては株主共同の利益を向上させ、様々なステークホルダーとの良好な関係の維持・発展に努めてまい

りたいと考えております。 また、コーポレートガバナンスの強化として、株主の皆様に対する当社取締

役の責任をより一層明確にするため、平成22年１月28日開催の第19回定時株主総会にて、取締役任期を

２年から１年に短縮する定款変更を決議いたしました。

　２．基本方針に照らして不適切な者が支配を獲得することを防止するための取組

　（１）大規模買付ルール（買収防衛策）を導入する理由

　前述のとおり、当社取締役会は、上場会社として当社株式の自由な売買を認める以上、当社株主の皆様

が特定の者の大規模買付行為を受入れるか否かは、最終的には当社株主の皆様の判断に委ねられるべき

ものであると考えます。また、当社株主の皆様が大規模買付行為に際して適切な判断を行うためには、大

規模買付者からの情報提供のみならず、当社取締役会を通じた必要十分な情報の提供及び大規模買付行

為に対する当社取締役会の評価や意見等の提供が必要であると考えます。

　当社は、株主の皆様をはじめ多くのステークホルダーの下で企業活動を行っております。従いまして、

大規模買付者のみならず、当社取締役会の双方からの適切な情報が提供されることは、株主の皆様が、重

大な影響を持ちうる大規模買付行為に対して合理的な判断を行ううえで不可欠なものと考えておりま

す。

　また、昨今の日本市場においては、当社の企業価値や株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすよ

うな大規模買付行為がなされうる環境であることは否定できないと考えております。そのような環境の

中で、当社は、大規模買付者による情報の提供、及び当社取締役会における評価・検討といったプロセス

を確保する必要があると考えております。また、当社の企業価値や株主共同の利益に対する明白な侵害

と認められる場合には、当社取締役会は、当該大規模買付行為に対する対抗措置を講じることが当社取

締役としての責務であると考えております。

　当社はこのような考え方に基づき、以下のとおり当社株式の大規模買付行為に対する対応策（大規模

買付ルール）を制定、導入いたしました。大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しない場合には、当社

取締役会は最善の対抗措置を検討し実行する方針であります。

　なお、平成23年10月31日現在の当社大株主の状況については、本報告書「第一部　第４提出会社の状況、

１株式等の状況、（７）大株主の状況」に記載のとおりであります。また、当社取締役会において本方針

の継続を決議いたしました平成24年１月26日現在、当社に対して特定の第三者からの具体的な買収提案

を提示されている事実はございません。
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　（２）大規模買付ルールの内容

　大規模買付ルールとは、(a)大規模買付者が事前に当社取締役会に対して必要かつ十分な情報を提供

し、(b)それに基づいて当社取締役会による一定の評価期間が経過した後に大規模買付行為を開始する

というものです。

　　　①意向表明書の提出

　　大規模買付者が大規模買付行為を行おうとする場合には、まず当社宛に、大規模買付ルールに従う旨の

意向表明書を提出していただきます。意向表明書には、大規模買付者の名称、住所、設立準拠法、代表者

の氏名、国内連絡先及び提案する大規模買付行為の概要を明示していただきます。

　　　②大規模買付情報の提供

　　大規模買付者には、当社取締役会に対して、当社株主の皆様の判断及び当社取締役会としての意見形成

のために十分な情報（以下、「大規模買付情報」といいます。）を提供していただきます。当社は、上述

の意向表明書を受領後５営業日以内に、大規模買付者から当初提供いただくべき大規模買付情報の項

目の一覧を大規模買付者に交付します。大規模買付情報の主な項目は、次のとおりです。なお、当社取締

役会は、大規模買付者から提供していただいた大規模買付情報について、特別委員会（詳細は後述）か

らの勧告を最大限尊重し、その内容を精査し検討をした結果、客観的かつ合理的な見地から、それだけ

では情報が不十分であると判断した場合、大規模買付者に対して必要な大規模買付情報が揃うまで、当

社取締役会が追加的に指定した情報の提供を求めます。当社取締役会は、大規模買付者から十分な情報

が提供されたと判断した場合には、適時適切な方法によりその旨の開示を行います。

　　　　ⅰ 大規模買付者及びそのグループの内容

　　　　ⅱ 大規模買付行為の目的及び内容

　　　　ⅲ 当社株式の買付対価の算定根拠及び買付資金の裏付け

ⅳ 大規模買付行為完了後に最終的に経済的利益を得ることを目的として、当該買付資金を大規模買

付者及びそのグループに供給している個人、法人等の概要

　　　　ⅴ 大規模買付行為完了後に意図する当社の経営方針、事業計画等

　　また、当社取締役会は、大規模買付行為の提案があった事実及び当社取締役会に提供された大規模買付

情報のうち、当社株主の皆様の判断のために必要であると判断したものについては、適切と判断する時

点で、その全部または一部を開示します。

　　　③当社取締役会による大規模買付情報の検討期間

　　次に、当社取締役会は、当該大規模買付行為が当社の企業価値や株主共同の利益に資するものか否かを

判断するにあたり、特別委員会の勧告を最大限尊重し、当社取締役会としての評価、意見形成及び代替

案の立案等を行います。そのためには、当社取締役会が当該大規模買付者から十分な情報が提供された

と判断した旨を開示した時点から起算して、以下に示すような時間的猶予（以下、「取締役会評価期

間」といいます。）が必要であると考えることから、大規模買付行為は、当社取締役会の意見公表後、ま

たは取締役会評価期間の経過後にのみ開始されるべきものとします。

　　　　ⅰ 対価を現金(円貨)のみとする公開買付による当社株式の買付の場合は60日間

　　　　ⅱ その他の買付の場合は90日間
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　（３）大規模買付行為が為された場合の対応方針　

　　　①大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合

　　大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合、当社取締役会が、仮に当該大規模買付行為に反対で

あったとしても、当該買付提案に対する反対意見の表明、代替案の提示、当社株主の皆様への説得等を

行う可能性はあるものの、当該大規模買付行為に対する対抗措置はとりません。大規模買付者の買付提

案に応じるか否かは、当社株主の皆様において、当該買付提案及び当該買付提案に対する当社が提示す

る意見、代替案等をご考慮のうえ、ご判断いただくことになります。

　　しかしながら、大規模買付ルールが遵守されている場合であっても、以下のⅰからⅴに掲げた、大規模

買付行為が当社の企業価値または当社株主全体の利益を著しく損なうことが明らかであると認められ

る場合で、かつ形式的に該当するだけではなく実質的に以下のⅰからⅴに該当する場合にのみ対抗措

置の発動を行います。なお、具体的な対抗措置については、新株予約権の無償割当その他法令及び当社

定款が取締役会の権限として認める対抗策のうち、その時点で相当と認められるものを選択すること

となりますが、新株予約権の無償割当をする場合の概要は別紙のとおりとします。

ⅰ 真に当社の企業経営に参加する意思がないにもかかわらず、ただ株価を吊り上げて高値で株式を

当社または当社関係者に引取らせる目的であると判断された場合

ⅱ 当社の経営を一時的に支配し当社の事業経営上必要な知的財産権、ノウハウ、企業秘密情報、主要

取引先や顧客等を大規模買付者やそのグループ会社に委譲させるなど、いわゆる焦土化経営を行

う目的があると判断される場合

ⅲ 最初の買付で全株式の買付の勧誘をすることなく、二段階目の買付条件を不利に（あるいは明確

にしないで）設定し、買付を行うことにより、株主の皆様に事実上売却を強要する結果となってい

る場合（いわゆる強圧的二段階買収）

ⅳ 買付の条件（買付等の対価の価額・種類、買付等の時期、買付等の方法の適法性、買付等及び関連

する取引の実現可能性、買付等の後の経営方針・事業計画、及び買付等の後における当社の他の株

主、従業員、取引先その他の当社に係る利害関係人に対する対応方針等を含みます）が当社の本源

的価値に鑑み、著しく不十分または不適当な買付である場合

ⅴ 当社の企業価値を生み出すうえで必要不可欠な当社の従業員、取引先等との関係または当社の企

業文化を破壊することなどにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に反する重大なおそ

れをもたらす買付であると判断される場合

　　当該大規模買付行為が株主共同の利益または企業価値を損なうか否かの検討及び判断については、そ

の客観性及び合理性を担保するため、当社取締役会は、大規模買付者の提供する買付後における経営方

針等を含む大規模買付情報に基づいて、当該大規模買付者及び大規模買付行為の具体的な内容（目的、

方法、対象、取得対価の種類・金額等）や当該大規模買付行為が当社の企業価値及び当社の株主共同の

利益に与える影響を検討し、特別委員会からの勧告を最大限尊重し、監査役全員の賛同を得たうえで決

定することとします。
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　　　②大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しない場合

　　大規模買付者により、大規模買付ルールが遵守されなかった場合には、具体的な買付方法の如何にかか

わらず、当社取締役会は、当社の企業価値及び当社の株主共同の利益を守ることを目的として、特別委

員会からの勧告を最大限尊重し、株式分割、新株予約権の発行等、会社法その他の法律及び当社定款が

認めるものを行使し、大規模買付行為の開始に対抗する場合があります。具体的にいかなる手段を講じ

るかについては、当社取締役会が、その時点で最善の対抗措置と判断したものを選択いたします。

　　例えば、具体的対抗措置として、当社取締役会が一定の基準日現在の当社株主の皆様に対し株式分割を

行うことを選択した場合には、当社株式１株を最大５株に分割する範囲内において分割比率を決定す

るものとします。　

　　また、具体的対抗措置として、株主割当により新株予約権を発行する場合の概要は別紙に記載のとおり

です。なお、実際に新株予約権を発行する場合には、大規模買付者以外の株主に対して割当をすること、

一定割合以上の当社株券等を保有する特定株主グループに属さないことを行使条件とするなど、対抗

措置としての効果を勘案した行使期間及び行使条件を設けることがあります。

Ⅲ. 具体的取組に対する当社取締役会の判断及びその理由

　１．特別委員会の設置

　大規模買付者が出現した場合、当社は、本方針を適正に運用し、当社取締役会による恣意的な判断がな

されることを防止するための独立機関として、特別委員会を設置いたします。

　特別委員会の委員は３名以上５名以内とし、公正普遍の態度で中立的な判断を可能とするために、当社

の業務執行を行う経営陣から独立している当社社外取締役、当社社外監査役、ならびに社外有識者（弁

護士、公認会計士、税理士、学識経験者等）の中から選任します。なお、平成24年１月26日時点において、

当社では社外取締役を置いておりません。

　本方針が、企業価値・株主共同の利益の確保及びその向上という目的を達成するためには、客観的かつ

合理的な判断を行うことが求められるため、本方針に係る重要な判断（大規模買付者から提供された大

規模買付情報が十分か否かの判断、大規模買付ルールが遵守されている場合における大規模買付行為が

当社の企業価値や株主共同の利益に資するものか否かの判断、大規模買付行為に対する対抗措置の発動

の可否の判断、発動する対抗措置の内容の決定、及び発動した対抗措置の中止・撤回の決定等）に際し

ては、当社取締役会は特別委員会に諮問することとしております。特別委員会は諮問を受けた事項につ

いて当社取締役会に対して勧告を行い、当社取締役会は特別委員会の勧告を最大限に尊重するものとし

ます。

　２．株主及び投資家の皆様に与える影響等

　大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しなかった場合には、当社取締役会は、当社の企業価値及び当

社の株主共同の利益を守ることを目的として、会社法その他の法律及び当社定款により認められている

対抗措置をとることがあります。しかし、当該対抗措置の仕組上、当社株主の皆様（大規模買付ルールに

違反した大規模買付者を除きます。）が法律権利または経済的側面において格別の損失を被るような事

態が生じることは想定しておりません。当社取締役会が具体的対抗措置をとることを決定した場合に

は、法令及び証券取引所規則にしたがって、適時適切な開示を行います。

EDINET提出書類

株式会社セルシス(E04495)

有価証券報告書

 24/117



　

　対抗措置として考えられるもののうち、株式分割及び新株予約権の発行についての当社株主の皆様に

関わる手続については、次のとおりとなります。

　株式分割を行う場合には、当社株主の皆様にとりまして必要となる手続は特にありません。ただし、株

主名簿への記録未了の当社株主の皆様に関しましては、別途当社取締役会が決定し、公告する株式分割

基準日までに株主名簿への記録を完了していただく必要があります。

　新株予約権の発行または行使につきましては、新株予約権または新株を取得するために所定の期間内

に一定の金額の払込をしていただく必要があります。かかる手続の詳細につきましては、実際に新株予

約権を発行することになった際に、法令に基づき別途お知らせいたします。ただし、株主名簿への記録未

了の当社株主の皆様に関しましては、新株予約権を取得するためには、別途当社取締役会が決定し、公告

する割当期日までに株主名簿への記録を完了していただく必要があります。

　なお、当社取締役会が対抗措置を発動した場合であっても、(a)大規模買付者が大規模買付行為を中止

もしくは撤回した場合、または、(b)対抗措置を発動するか否かの判断の前提となった事実関係等に変動

が生じ、かつ、当社の企業価値及び株主共同の利益の確保・向上という観点から発動した対抗措置を維

持することが相当でない可能性が生じた場合には、当社取締役会は、発動した対抗措置を維持すること

の是非について、特別委員会からの勧告を最大限尊重したうえで、発動した対抗措置の中止または撤回

を検討するものとします。

　当社取締役会は、検討の結果、当社の企業価値及び株主共同の利益の確保・向上という観点から対抗措

置を維持することが相当でないと最終的に判断するにいたった場合には、発動した対抗措置を中止また

は撤回するものとします。当社取締役会が、対抗措置の中止または撤回に伴い、新株予約権の発行の中止

または発行した新株予約権の無償取得を行う場合には、１株当たりの株式の価値の希釈化は生じませ

ん。株式１株当たりの価値の希釈化が生じることを前提にして売買を行った株主または投資家の皆様

は、株価の変動により不測の損害を被る可能性がありますのでご留意ください。

　３．大規模買付ルールの有効期限

　本方針は、当社取締役会において全取締役の賛成により決議されましたが、当該取締役会には、当社監

査役３名全員が出席し、何れの監査役も、本方針の具体的運用が適正に行われることを条件として、本方

針に賛成する旨の意見を述べました。

　なお、当社取締役会は、企業価値及び株主共同の利益の確保・向上の観点から、会社法その他企業防衛

に関わる法改正、司法判断の動向や分析等を踏まえ、今後必要に応じて本方針を変更し、または新たな対

応策等を導入することがあります。

　本方針は、平成24年１月26日開催の当社取締役会の決議をもって同日より発行することとし、有効期限

は平成25年１月開催予定の当社第22回定時株主総会終結後に最初に開催される当社取締役会の日まで

とします。また、同定時株主総会終結後に最初に開催される当社取締役会において、本方針を継続するこ

とを決議した場合には、かかる有効期限はさらに翌年度の当社定時株主総会終結後最初に開催される当

社取締役会の日まで延長され、以後も同様の取扱いとします。また、有効期限満了前であっても、本方針

は、当社取締役会の決議により廃止または変更されることがあります。当社取締役会は、本方針を継続、

廃止及び変更することを決定した場合には、その旨を速やかにお知らせいたします。
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Ⅳ．本方針の合理性及び公正性

　当社では、上記の大規模買付ルール及びそれに伴う対抗措置は、経済産業省及び法務省が平成17年５月

27日に公表した「企業価値・株主共同の利益の確保または向上のための買収防衛策に関する指針」の

定める三原則を充足するものであり、合理性及び公正性が認められるものと考えております。

　また、企業価値研究会が平成20年６月30日に公表した「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の

在り方」に示された考え方にも沿った内容になっております。

　　　①企業価値及び株主共同の利益の確保及び向上

　　本方針は、上記「大規模買付ルールの内容」の項で述べたとおり、大規模買付者に対して事前に大規模

買付情報の提供とそれを判断する時間の確保を求めることによって、大規模買付者の提案に応じるか

否かについて当社株主の皆様の適切な判断を可能とするものであり、究極的には当社の企業価値及び

株主共同の利益の確保・向上を目的とするものです。

　　　②事前の開示

　　当社は、株主及び投資家の皆様ならびに大規模買付者の予見可能性を高め、その適切な判断に資するべ

く、本方針を予め開示するものです。

　　　③株主意思の尊重

　　本方針は、平成19年１月30日開催の当社第16回定時株主総会において承認を得ております。また、当社

取締役会は、本方針を継続、廃止及び変更することを決定した場合には、当社株主の皆様に対しその旨

を速やかにお知らせいたします。

　　　④特別委員会の設置及び意見の取得

　　当社取締役会は、本方針に係る重要な判断に関して特別委員会の勧告を得たうえで本方針の実施を行

います。当社取締役会は特別委員会の勧告を最大限尊重するものといたします。これらにより、当社取

締役会の恣意的判断が行われる可能性を排除し、また、客観性及び合理性がより強く担保されることと

なります。

　　　⑤デッドハンド型またはスローハンド型買収防衛策ではないこと

　　本方針は、前述の「大規模買付ルールの有効期限」に記載のとおり、当社取締役会の決議により、いつ

でも廃止することができるのであり、デッドハンド型（株主総会で取締役の過半数の交代が決議され

た場合においても、なお、廃止または不発動とすることができない買収防衛策）ではありません。また、

当社は取締役の期差任期制を採用しておりませんので、スローハンド型（取締役会の構成員の交代を

一度に行うことができないため、その発動を阻止するのに時間を要する買収防衛策）でもありません。

　　また、以上のことから、本プランが基本方針に沿うものであること、株主共同の利益を損なうものでは

ないこと、役員の地位の維持を目的とするものではないと判断しております。
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別紙

　株主割当により新株予約権を発行する場合の概要

１．新株予約権割当の対象となる株主及びその発行条件

当社取締役会で定める割当期日における最終の株主名簿に記録された株主（ただし、当社取締役

会において大規模買付者と判断する株主を除く。）に対し、その所有株式（ただし、当社の有する当

社普通株式を除く。）１株につき１個の割合で新株予約権を割当てる。（以下、本方針に基づき割り

当てる新株予約権を「本新株予約権」という。）

２．本新株予約権の目的となる株式の種類及び数

本新株予約権の目的となる株式の種類は当社普通株式とし、本新株予約権１個当たりの目的とな

る株式の数は１株とする。ただし、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、所要の調整を行う

ものとする。

３．発行する本新株予約権の総数

本新株予約権の割当総数は、当社取締役会が定める数とする。

４．各本新株予約権の発行価額

無償とする。

５．各本新株予約権の行使に際して払込をなすべき額

各本新株予約権の行使に際して払込をなすべき額は１円以上で当社取締役会が定める額とする。　

６．本新株予約権の譲渡制限

本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする。

７．本新株予約権の取得

当社は、本新株予約権の無償割当に際して、当社取締役会が別途定める日をもって本新株予約権の

全部を無償にて取得することができるものとする。また、当社は、本新株予約権の無償割当に際して

当社取締役会が別途定める日をもって、大規模買付者が保有する本新株予約権及び当社取締役会の

承認を得ることなく本新株予約権を譲り受けたものが保有する本新株予約権以外の本新株予約権

を、本新株予約権１個当たり当社取締役会が別途定める数の当社株式をその対価として取得するこ

とができる。ただし、当社取締役会は、本新株予約権の内容として、大規模買付者が保有する本新株予

約権の対価として現金を交付する旨の取得条項を付することはできないものとする。

８．本新株予約権の行使期間等

本新株予約権の行使期間、行使条件、取得事由及び取得条件その他必要な事項については、当社取

締役会において別途定めるものとする。
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４ 【事業等のリスク】

以下において、当社の事業の状況及び経理の状況等に関する事項のうち、リスク要因となる可能性がある

と考えられる主な事項及びその他投資家等の判断に重要な影響を及ぼすと考えられる事項を記載しており

ます。当社といたしましては、これらのリスク発生の可能性を認識したうえで、発生の回避及び発生した場

合の対応に最大限努める方針でありますが、本項目の記載は当社の事業または当社の株式への投資に関す

るリスクを全て網羅するものではありません。当社の株式に関する投資判断は本項目以外の記載内容も合

わせて、慎重に検討したうえで行われる必要があると考えております。

なお、以下に記載のうち将来に関する事項は、別段の記載がない限り、本報告書提出日現在において当社

が判断したものであり、不確実性を内在しているため、実際の結果と異なる可能性があります。

　

①　業績の変動について

当社の業績は、新しいソフトウェア製品の発売時期及び受託業務にかかる成果物の取引先による検収

の時期に、比較的大きな売上計上となりますので、これらの影響により当社の業績も変動するという構造

となっております。受託業務全般において、取引先から成果物に対する検収を受けることで売上計上を

行っておりますが、取引先からの受託業務の大きさ、需要動向や検収の時期による影響により、当社の業績

も四半期ごとに変動する可能性があります。

 また、当社がクリエイターサポート事業において販売するパッケージソフトウェアは、毎期年末年始の販

売店における需要が旺盛になるため、毎年10月に出荷のピークを迎え、売上高が第４四半期に集中いたし

ます。さらには、過去３期間において受託案件の検収が第４四半期となったため、結果として売上高が偏重

する形になりました。

　今後も第４四半期に売上高が偏重するとは限りませんが、上記の構造により、各事業年度の特定の時期に

売上高が偏重する可能性があります。

　過去の四半期ごとの売上高は以下のとおりとなっております。

四半期売上高の推移　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

　

平成23年10月期

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

四半期売上高 637,808 596,373 569,943 897,967

累計売上高 － 1,234,1811,804,1252,702,092

期末売上高への進捗率 23.6％ 45.7％ 66.8％ 100.0％

　

　

平成22年10月期

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

四半期売上高 598,679 657,382 671,538 793,519

累計売上高 － 1,256,0621,927,6002,721,120

期末売上高への進捗率 22.0％ 46.2％ 70.8％ 100.0％
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平成21年10月期

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

四半期売上高 609,841 609,498 690,989 785,335

累計売上高 － 1,219,3391,910,3292,695,664

期末売上高への進捗率 22.6％ 45.2％ 70.9％ 100.0％

②　主要販売先への依存について

当社の売上高取引金額上位となる取引先は、事業年度ごとに異なります。しかしながら、事業年度ごと

に当社の売上高のうち取引金額上位３社の合計金額に着目しますと、平成21年10月期につきましては売上

高全体の34.9％、平成22年10月期につきましては売上高全体の35.8％、平成23年10月期につきましては売

上高全体の39.7％をそれぞれ占めております。当社は、事業構造上、大口取引先との取引の継続は避けられ

ず、現在の主要販売先との取引を今後も引続き安定的に維持することが必要となり、またそれは可能であ

るものと想定しております。大口取引先とは継続的で良好な取引関係を維持しております。しかしながら、

これら主要販売先のすべてとの間に長期または継続的な取引契約が存在するものではありませんので、万

一現在の主要販売先との取引継続が困難となった場合には、当社の業績に影響を及ぼす可能性がありま

す。

③　技術革新について

当社が主に事業展開しているソフトウェア業界は、技術革新の速度及びその変化度が著しい業界であ

り、新技術、新サービスが次々と生み出されております。当社としては、担当部門において当該技術革新に

対応するよう研究開発に努めており、Android携帯等スマートフォンへの新機種に対応を行っております。

しかしながら、万一、今後新規に登場する各種情報端末に適切に対応することができなかった場合又は当

社が想定していない新技術、新サービスが普及等した場合には、当社の提供するソフトウェア、サービス等

が陳腐化し、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

④　法的規制について　　　

現在、当社の主な事業を推進するうえで、直接的規制を受けるような法的規制はありませんが、当社は

顧客の個人情報を保有・管理しており、「個人情報の保護に関する法律」に規定される個人情報取扱事業

者に該当します。完全に外部からの不正アクセス等を防止できる保障はなく、また、人的ミス等社内管理上

の問題により、個人情報が漏洩する可能性は常に存在するため、個人情報の管理コストが増加する等、当社

の業績に影響を及ぼす可能性があります。万一、個人情報が外部に漏洩するような事態になった場合には、

社会的信用の失墜、損害賠償の請求等により、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。　
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なお、当社はホームページ上での通信販売や「CLIP」などインターネットを活用したサービスを提供

しております。インターネットサービスにつきましては、不可欠のインフラとして社会に浸透していく一

方で、従来の法令が想定していなかったインターネット特有のトラブルも発生していることから、これに

対応するための新たな法的規制が行われる可能性があります。また、個人情報の管理につきましても、個人

情報の漏洩や不正利用が後を絶たない社会情勢を踏まえ、企業により厳格な個人情報管理を求める法改正

がなされる可能性があります。新たな法的規制の適用対象が当社の事業に及んだ場合には、当社の事業活

動に影響を及ぼす可能性があり、また、当該規制に対応するために、サービス内容の変更やコストが増加す

る等、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

⑤　知的財産権について

当社は、これまで第三者の知的財産権に関して、これを侵害することのないよう留意し、制作・開発を

行っております。また、コンテンツの受託制作においては、第三者の知的財産権に関する許諾を取得してい

ること等を取引先委託企業に確認するよう努めております。しかしながら、当社の事業分野における知的

財産権の現況を全て把握することは非常に困難であり、当社が把握できていないところで第三者の知的財

産権を侵害している可能性は否定できません。万一、当社が第三者の知的財産権を侵害した場合には、当該

第三者より損害賠償請求又は使用差止請求等の訴えを起こされる可能性があります。こうした場合、当社

の業績に影響を及ぼす可能性があります。

また、当社では、特許権、商標権等の出願を行い、知的財産権の保全を図っておりますが、これらの出願

が認められない可能性や取得済みの特許権等が第三者により侵害される可能性があります。このような場

合には、解決するまでに多くの費用や時間を費やすことが予想され、当社の業績に影響を及ぼす可能性が

あります。

⑥ 人材の確保及び育成について

当社の事業拡大につきましては、急速な技術革新への対応、継続的な研究開発等が不可欠であり、これ

らに対応する優秀な人材を適切な時期に確保し、育成することが必要であると考えております。そのため、

当社では人材確保に注力するとともに人事評価も四半期ごとに実施する等の施策を行っておりますが、当

社が必要とする能力のある人材を計画どおりに確保又は育成することができなかった場合には、当社の業

績に影響を及ぼす可能性があります。

 

⑦　出資等による業務提携について

当社では、当事業年度末で投資有価証券及び関係会社株式173,503千円を保有しております。当社は事

業シナジーが見込める国内外のコンピュータソフトウェア関連企業に対して出資しております。

また、開発型企業である当社は技術獲得等のためにもM&A及び提携戦略は重要であり、必要に応じてこ

れらを検討していく方針であります。これらの出資先は今後の当社の事業推進に貢献するものと期待して

おりますが、出資先の経営環境や経済環境の急変等何らかの事情により、出資・投資の採算が期待どおり

にならない可能性を完全に否定できません。このような場合、出資先の株式の減損処理等により当社の業

績に影響を及ぼす可能性があります。
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⑧ 関連会社について

当社は、関連会社である5digistar株式会社に89,772千円の出資をしており、平成23年10月期における

持分法を適用した場合の投資損失の金額は9,598千円であります。同社への出資は今後の当社の電子書籍

サポート事業において事業シナジーが見込め、収益に貢献するものと期待しておりますが、同社の経営環

境や経済環境の急変等何らかの事情により、出資・投資の採算が期待どおりにならない可能性を完全に否

定できません。このような場合、持分法を適用した場合の投資損失の金額が拡大する可能性や同社の株式

の減損処理等により当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

⑨ インターネットを利用したサービスの提供について

当社は、インターネットを利用したサービスを提供するにあたっては、バックアップ体制の構築等の

様々なトラブル対策を施しております。しかしながら、何らかの通信上の障害が発生する可能性を完全に

排除することは技術的に困難であり、ネットワーク障害によってサービスの提供ができない状態が長時間

続いた場合、サービスの利用者に対する補償等が発生し当社の事業に影響を及ぼす可能性があります。

⑩　新規ソフトウェア開発投資について

当社が事業を展開するソフトウェア及びインターネットサービスの業界においては技術革新の速度が

非常に速いことから、当社では常に魅力ある製品・サービスを提供して競争力を維持するため継続的な研

究開発・設備投資を行っております。しかしながら、業界動向の変化等により投資を回収できるだけの収

益が得られなかった場合には当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

⑪　経営統合について　　　

当社と株式会社エイチアイは、平成24年４月２日（予定）をもって、共同株式移転の方法により両社の

完全親会社となるアートスパークホールディングス株式会社を設立することについて合意に至り、平成23

年11月25日に開催した両社の取締役会において決議し、平成24年１月26日に開催した当社定時株主総会及

び平成24年１月26日に開催した株式会社エイチアイ臨時株主総会において承認されました。

本株式移転に係る手続きは、本報告書提出日現在において終了しておりませんが、本件株式移転に支障

を来すおそれのある事由が発生した場合、予定したとおりに進行しない可能性があります。
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５ 【経営上の重要な契約等】

(1) 売買基本契約

会社名 相手方の名称 契約品目 契約内容 契約期間

株式会社セルシス ソフトバンクBB株式会
社

継続的商品売買基本契約 当社のパーソナルコン
ピュータ用ソフトウェア等
を継続的に売買するための
契約

平成15年８月１日から平成
16年３月31日までとする。
ただし、契約の期間満了
１ヵ月前までに双方いずれ
からも契約を更新しない旨
の書面による意思表示のな
い限り自動的に満了日から
更に１年間更新されるもの
とし、以後についても同様
とする。
 

　

(2) 業務提携契約

会社名 相手方の名称 契約品目 契約内容 契約期間

株式会社セルシス KDDI株式会社 ソフトウェア・ライセンス
契約

携帯電話サービスにおい
て、電子コミックコンテン
ツの受配信を実現するため
に当社が権利を有するソフ
トウェアのライセンスの非
独占的な権利を許諾
 

平成16年３月31日から相手
方から３ヵ月前の書面の通
知により解約されるまで有
効に存続する。

　

(2) 株式移転による完全親会社設立

当社と株式会社エイチアイ（以下、「エイチアイ」といいます。）は、平成24年４月２日（予定）を

もって、共同株式移転の方法により両社の完全親会社となるアートスパークホールディングス株式会社を

設立することについて合意に至り、平成23年11月25日に開催した両社の取締役会において決議し、平成24

年１月26日に開催した当社定時株主総会及び平成24年１月26日に開催したエイチアイ臨時株主総会にお

いて承認されました。

なお、詳細につきましては、「第５経理の状況 １ 財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項 (重要な後発事

象)」に記載のとおりであります。

　

６ 【研究開発活動】

当社は、デジタルベースでのアニメ、マンガの制作手法と表現形態を確立し日本の誇るコンテンツ文化を

活性化する、というビジョンのもと、アニメ制作支援ソフトウェア、マンガ制作ソフトウェアの開発、イラス

ト制作ソフトウェアの開発、携帯電話をはじめとするデジタルメディアへ向けたコンテンツの配信をサ

ポートするソリューションの開発や提供等を行っております。

当事業年度では、クリエイターサポート事業において、新設計のエンジンを使った新たなグラフィックア

プリケーションソフトの開発、3DCGポージングソフト及び3Dキャラクター素材を作成するソフトの開発等

を行いました。

上記の研究開発活動の結果、当事業年度における研究開発費の総額は、12,170千円となりました。
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７ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1) 重要な会計方針及び見積り

　当社の財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成されており

ます。この財務諸表の作成に当たりまして、有価証券・固定資産の減損、たな卸資産の評価、貸倒引当金の

設定、ビューア利用料売上の見積計上等の重要な会計方針及び見積りに関する判断を行っています。当社

の経営陣は、過去の実績や状況等に応じ合理的と考えられる様々な要因に基づき、見積もり及び判断を行

い、それらに対して継続して評価を行っております。また実際の結果は、見積もりによる不確実性があるた

め、これらの見積りと異なる場合があります。

　
(2) 財政状態の分析

(流動資産）

　当事業年度末における流動資産は、1,714,661千円（前事業年度末1,430,487千円）となり、284,173千円

増加しました。これは、現金及び預金が154,187千円、売掛金が134,261千円増加したことが主要な要因であ

ります。

（固定資産）

　当事業年度末における固定資産は、1,685,009千円（前事業年度末1,267,576千円）となり、417,432千円

増加しました。これは、総合電子書籍ビューア「BS Reader」の機能追加、及びインターネットを通じてイ

ラスト、マンガ、アニメ、小説を制作するクリエイターの創作活動をトータルに応援するサイト「CLIP」の

開発によりソフトウエアが432,811千円増加したことが主要な要因であります。

（流動負債）

　当事業年度末における流動負債は、440,076千円（前事業年度末470,038千円）となり、29,961千円減少し

ました。これは、未払法人税等が49,114千円、未払金が48,274千円減少したことが主要な要因であります。

（固定負債）

　当事業年度末における固定負債は、304,920千円（前事業年度末52,838千円）となり、252,081千円増加し

ました。これは、長期借入金が241,602千円、退職給付引当金が10,479千円増加したことが要因であります。

（純資産）

　当事業年度末における純資産は、2,654,674千円（前事業年度末2,175,187千円）となり、479,486千円増

加しました。これは配当金の支払30,611千円があったものの、当期純利益228,064千円を計上し利益剰余金

が197,453千円増加したこと、新株式の発行により資本金が138,995千円、資本準備金が138,995千円それぞ

れ増加したことが主要な要因であります。自己資本比率は77.5％（前事業年度末80.0％）となっておりま

す。
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(3) 経営成績の分析

①売上高

　当事業年度における売上高は、2,702,092千円（前事業年度2,721,120千円）となり、前事業年度と比べ

19,027千円減少となっております。これは、クリエイターをトータルに応援するクリエイターサポート事

業の売上が610,947千円（前事業年度521,035千円）と89,912千円増加したものの、フィーチャーフォンか

らスマートフォンへのシフトが急速に進む中、スマートフォン向けコンテンツ市場は、課金システム等の

ビジネス環境がフィーチャーフォン並みには整っていない影響があり、電子書籍サポート事業の売上高が

2,091,145千円（前事業年度2,200,084千円）と前事業年度に比べ108,939千円減少したためであります。

②売上原価、売上総利益 

　当事業年度における売上原価は、1,508,651千円（前事業年度1,422,614千円）となりました。 

　これにより当事業年度の売上総利益は、1,190,735千円（前事業年度1,305,235千円）であり、前事業年度

と比べ114,500千円減少となっております。売上総利益率は、44.1％となっております。 　　

③販売費及び一般管理費

　当事業年度における販売費及び一般管理費は、733,154千円（前事業年度797,256千円）となりました。主

な減少要因は、全般的な経費の節減によるものであります。

　④営業外損益

当事業年度における営業外損益は、営業外収益218千円（前事業年度299千円）、営業外費用13,455千円

（前事業年度3,518千円）となりました。営業外収益の主な内容は、受取利息180千円であり、また営業外費

用の主な内容は、株式交付費6,420千円、特許権償却費2,374千円、支払利息2,017千円であります。

　⑤特別損益及び当期純利益

当事業年度における特別損益は、特別利益2,751千円（前事業年度はありません）、特別損失35,663千円

（前事業年度9,081千円）となりました。特別利益には新株予約権戻入益2,751千円を計上しており、また

特別損失には投資有価証券評価損33,129千円、資産除去債務会計基準に伴う影響額2,533千円を計上して

おります。なお、当事業年度における当期純利益は、税金費用等183,368千円を控除し228,064千円（前事業

年度295,388千円）となりました。

　

(4) 経営成績に重要な影響を与える要因について

当社が主に事業展開しているソフトウェア業界は、技術革新の速度およびその変化度が著しい業界であ

り、新技術、新サービスが次々と生み出されております。当社としては、担当部門において当該技術革新に

対応するよう研究開発に努めており、Android携帯等スマートフォンへの新機種に対応を行っております。

しかしながら、万一、今後新規に登場する各種情報端末に適切に対応することができなかった場合また

は当社が想定していない新技術、新サービスが普及等した場合には、当社の提供するソフトウェア、サービ

ス等が陳腐化し、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。当社では、継続的に研究開発に注力し、競

争力を維持するために魅力ある製品・サービスを提供していく所存であります。
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(5) 経営戦略の現状と見通し

当社は、平成３年に設立以降、今日にいたるまで、コンピュータとグラフィックの融合する分野で、パイ

オニアとなるべく、オリジナリティのある活動を追求してまいりました。これまで、アニメ制作支援ソフト

ウェア「RETAS STUDIO」、マンガ制作ソフトウェア「ComicStudio」等、アニメ・マンガ環境のデジタル化

を推進してきた実績とノウハウをベースに、グラフィックコンテンツ分野におけるトータルソリューショ

ンプロバイダーを目指しております。今後も、コンテンツの制作／閲覧環境から、流通支援、そしてコンテ

ンツを通じたコミュニケーションまで、クリエイターの創作活動をIT技術でトータルに支援し、日本が世

界に誇るコンテンツ文化を活性化してまいりたいと考えております。

　

(6)キャッシュ・フローの分析

当事業年度末における現金及び現金同等物の残高は、前事業年度末に比べ150,563千円増加し、

667,323千円となりました。これは、営業活動の結果得られたキャッシュ・フロー497,277千円と財務活動

の結果得られたキャッシュ・フロー569,032千円の合計額が投資活動により使用したキャッシュ・フロー

915,746千円を上回ったことによるものであります。

　営業活動の結果得られた資金は497,277千円であり,これは主として、法人税等の支払額236,502千円や売

上債権の増加額134,261千円等資金の減少要因があったものの、税引前当期純利益の計上411,432千円、減

価償却費456,756千円等の資金の増加要因があったことによるものであります。

　投資活動の結果使用した資金は915,746千円であり、これは主として、ソフトウェア等の無形固定資産

864,853千円の取得、有形固定資産27,288千円の取得等によるものであります。ソフトウェアの取得につき

ましては、主に総合電子書籍ビューア「BS Reader」のスマートフォンに対応するための機能追加の開発

や、インターネットを通じてイラスト、マンガ、アニメ、小説を制作するクリエイターの創作活動をトータ

ルに応援するサイト「CLIP」の開発によるものであります。

　財務活動の結果得られた資金は569,032千円でありこれは主として、長期借入金の返済による支出71,926

千円等があったものの、株式の発行による収入271,569千円、長期借入れによる収入400,000千円があった

ことによるものであります。

　
(7) 経営者の問題意識と今後の方針について

当社の経営陣は、現在の事業環境及び入手可能な情報に基づき最善の経営方針を立案するように努めて

おります。

当社は、急速な技術革新への対応と継続的な研究開発等が事業拡大には不可欠であり、このような環境

や変化に対応し、適切にニーズに合ったサービスを提供することが可能な体制を構築していくことが重要

であると認識しております。 また、当社が長期的に発展し、株主の皆様のご期待にお応えしていくために

は、社会に寄与することのできる有益な製品の開発や、お客様にご満足頂ける製品の改良や改善、および

サービスの提供に加え、新たな事業の創出による拡大が必須であります。これらの実現のため、当社が長年

培ってきたコンピュータ・グラフィックの領域で広く業務・資本提携をも視野に入れた業容の拡大を

図ってまいります。

なお、クリエイターサポート事業において、インターネットを通じてクリエイターの皆様の創作活動を

応援するサービス「CLIP」を運営しており、電子書籍サポート事業に続く柱として、事業育成に努めてま

いります。
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第３ 【設備の状況】

１ 【設備投資等の概要】

当事業年度における設備投資については、事業の拡大に対応するため電子書籍サポート事業で8,899千

円、クリエイターサポート事業で11,796千円の設備投資を行いました。その主なものは、パソコンでありま

す。

　

　

２ 【主要な設備の状況】

平成23年10月31日現在

事業所名
(所在地)

設備の内容
帳簿価額(千円)

従業員数
(名)

建物
器具及
び備品

合計

本社
(東京都新宿区)

開発、制作設備 32,851 23,759 56,611 139［36］

(注) １　当社の設備は共通的に使用されているので、事業部門に分類せず、事業所として一括して記載しております。

２　帳簿価額には、消費税等は含まれておりません。

３　現在休止中の設備はありません。

４　従業員数欄の［外書］は、臨時従業員（パートタイマーを含みます）の年間平均雇用人員であります。

　

３ 【設備の新設、除却等の計画】

(1) 重要な設備の新設等

該当事項はありません。

　

(2) 重要な設備の除却等

該当事項はありません。
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第４ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 114,000

計 114,000

　

② 【発行済株式】

　

種類
事業年度末現在
発行数(株)

(平成23年10月31日)

提出日現在
発行数(株)

(平成24年１月27日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 33,833 33,833
東京証券取引所
(市場第二部)

当社は単元株式制度は採用し
ておりません。

計 33,833 33,833 ― ―

(注) １　提出日現在の発行数には、平成24年１月１日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権等のストック・

オプションの権利行使により発行された株式数は、含まれておりません。

２　当社は、平成22年11月４日に東京証券取引所市場第二部に株式を上場いたしました。

３　当社は、平成23年１月25日に名古屋証券取引所セントレックス市場に上場中の株式につき、上場廃止いたしま

した。
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(2) 【新株予約権等の状況】

　
①旧商法第280条ノ19の規定に基づく新株引受権（ストック・オプション）に関する事項

　

定時株主総会の特別決議日（平成14年１月30日）

　
事業年度末現在
(平成23年10月31日)

提出日の前月末現在
(平成23年12月31日)

新株予約権の数（個） ― ―

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ― ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数（株） 33 33

新株予約権の行使時の払込金額（円） 53,334 同左

新株予約権の行使期間
平成16年２月１日～平成24年
１月29日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　 53,334
資本組入額　 26,667

同左

新株予約権の行使の条件

権利を付与された者が、当
社の取締役または従業員たる
地位を失った場合、これを行
使することはできない。また、
権利を付与された者が死亡し
た場合は、その相続人がこれ
を行使することはできない。
その他、権利行使の条件は、
本株主総会及び取締役会決議
に基づき、当社と付与対象者
との間で締結する「新株引受
権付与契約」による。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

権利を付与された者は、付
与された権利を第三者に譲
渡、質入その他の処分をする
ことができない。

同左

代用払込みに関する事項 ― ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

― ―

(注) １　平成14年１月30日開催の定時株主総会決議により新株予約権の目的となる株式の数の上限を134株とする旨決

議し、平成14年１月30日開催の取締役会決議により発行する新株予約権の目的となる株式の数を134株といた

しました。また、新株予約権の目的となる株式の数は、権利を付与された者の退職等により、権利付与の対象で

なくなった新株予約権の目的となる株式の数を控除した残数を記載しております。

２　平成18年８月８日開催の取締役会決議により、平成18年９月５日付けで１株を３株とする株式分割を行ってお

ります。これにより新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額、新株予約権の行使に

より株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額が、それぞれ調整されておりますが、上記表の記載

内容は当該調整を反映済みであります。

３　新株予約権の権利付与日以降、株式分割または株式併合が行われる場合、未行使の新株予約権の目的たる株式

の数は、次の算式により調整し、調整により生ずる１株未満の端数はこれを切り捨てるものとします。

調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割・併合の比率

　　また、株式の分割及び時価を下回る価格で新株を発行するときは、次の算式により発行価額を調整し、調整によ

り生ずる１円未満の端数は切り上げるものとします。

調整後発行価額＝調整前発行価額×

既発行株式数＋
新株発行株式数×１株当たり払込金

分割・新規発行前の株価

既発行株式数＋分割・新株発行による増加株式数
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②平成13年改正旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づく新株予約権に関する事項

　

定時株主総会の特別決議日（平成16年１月28日）

　
事業年度末現在
(平成23年10月31日)

提出日の前月末現在
(平成23年12月31日)

新株予約権の数（個） 90 同左

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ― ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数（株） 270 同左

新株予約権の行使時の払込金額（円） 53,334 同左

新株予約権の行使期間
平成18年２月１日～平成26年
１月27日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　 53,334
資本組入額　 26,667

同左

新株予約権の行使の条件

新株予約権の割当を受けた
者が当社取締役、監査役また
は従業員の場合は、権利行使
時において、当社の取締役、監
査役または従業員たる地位を
保有していることとする。
新株予約権の質入れ、担保
権の設定及び相続は認めない
ものとする。
その他の条件については、
本株主総会及び取締役会決議
に基づき、当社と新株予約権
の割当を受けた者との間で締
結する「新株予約権割当契
約」に定めるところによる。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権を譲渡するには
取締役会の承認を要する。

同左

代用払込みに関する事項 ― ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

― ―

(注) １　平成16年１月28日開催の定時株主総会決議により新株予約権の目的となる株式の数の上限を200株とする旨決

議し、平成16年７月16日開催の取締役会決議により発行する新株予約権の目的となる株式の数を189株といた

しました。また、新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、権利を付与された者の退職等によ

り、権利付与の対象でなくなった新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数をそれぞれ控除した

残数を記載しております。

２　平成18年８月８日開催の取締役会決議により、平成18年９月５日付けで１株を３株とする株式分割を行ってお

ります。これにより新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額、新株予約権の行使に

より株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額がそれぞれ調整されておりますが、上記表の記載

内容は当該調整を反映済みであります。

３　当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により新株予約権の目的となる株式の数を調整するもの

とします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式

の数について行われ、調整の結果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。

調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割・併合の比率

また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、または当社が新設分

割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行います。

４　当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により１株当たりの払込金額を調整し、調整により生ず

る１円未満の端数は切り上げるものとします。

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額×
１

分割・併合の比率
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　　また、払込金額を下回る価額で新株を発行するとき（新株予約権の行使により新株を発行する場合を除く）は、

次の算式により１株当たりの払込金額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げるものとしま

す。

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額×

既発行株式数 ＋
新株発行株式数×１株当たり払込金額

調整前払込金額

既発行株式数＋新規発行による増加株式数

　　上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数

とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「１株当たり払込金額」を「１株

当たり処分金額」と読み替えるものとします。さらに、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新

株予約権が承継される場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める払込金

額の調整を行います。
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③平成13年改正旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づく新株予約権に関する事項
　

定時株主総会の特別決議日（平成16年１月28日）

　
事業年度末現在
(平成23年10月31日)

提出日の前月末現在
(平成23年12月31日)

新株予約権の数（個） 5 同左

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ― ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数（株） 15 15

新株予約権の行使時の払込金額（円） 53,334 同左

新株予約権の行使期間
平成18年２月１日～平成26年
１月27日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　 53,334
資本組入額　 26,667

同左

新株予約権の行使の条件

新株予約権の割当を受けた
者は、権利行使時において、当
社と協力関係にあることを要
する。
新株予約権の質入れ、担保
権の設定及び相続は認めない
ものとする。
その他の条件については、
本株主総会及び取締役会決議
に基づき、当社と新株予約権
の割当を受けた者との間で締
結する「新株予約権割当契
約」に定めるところによる。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権を譲渡するには
取締役会の承認を要する。

同左

代用払込みに関する事項 ― ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

― ―

(注) １　平成16年１月28日開催の定時株主総会決議により新株予約権の目的となる株式の数の上限を200株とする旨決
議し、平成16年７月16日開催の取締役会決議により発行する新株予約権の目的となる株式の数を５株といた
しました。

２　平成18年８月８日開催の取締役会決議により、平成18年９月５日付けで１株を３株とする株式分割を行ってお
ります。これにより新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額、新株予約権の行使に
より株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額がそれぞれ調整されておりますが、上記表の記載
内容は当該調整を反映済みであります。

３　当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により新株予約権の目的となる株式の数を調整するもの
とします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式
の数について行われ、調整の結果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。

調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割・併合の比率

　　また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割
もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行います。

４　当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により１株当たりの払込金額を調整し、調整により生ず
る１円未満の端数は切り上げるものとします。

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額×
１

分割・併合の比率

　　また、払込金額を下回る価額で新株を発行するとき（新株予約権の行使により新株を発行する場合を除く）は、
次の算式により１株当たりの払込金額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げるものとしま
す。

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額×

既発行株式数 ＋
新株発行株式数×１株当たり払込金額

調整前払込金額

既発行株式数＋新規発行による増加株式数

　　上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数
とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「１株当たり払込金額」を「１株
当たり処分金額」と読み替えるものとします。さらに、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新
株予約権が承継される場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める払込金
額の調整を行います。
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④平成13年改正旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づく新株予約権に関する事項

　

臨時株主総会の特別決議日（平成17年２月16日）

　
事業年度末現在
(平成23年10月31日)

提出日の前月末現在
(平成23年12月31日)

新株予約権の数（個） 226 225

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ― ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数（株） 678 675

新株予約権の行使時の払込金額（円） 53,334 同左

新株予約権の行使期間
平成19年３月１日～平成27年
２月15日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　 53,334
資本組入額　 26,667

同左

新株予約権の行使の条件

新株予約権の割当を受けた
者が当社取締役、監査役また
は従業員の場合は、権利行使
時において、当社の取締役、監
査役または従業員たる地位を
保有していることとする。た
だし、取締役会で認めた場合
はこの限りではない。
新株予約権の質入れ、担保
権の設定及び相続は認めない
ものとする。
その他の条件については、
本株主総会及び取締役会決議
に基づき、当社と新株予約権
の割当を受けた者との間で締
結する「新株予約権割当契
約」に定めるところによる。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権を譲渡するには
取締役会の承認を要する。

同左

代用払込みに関する事項 ― ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

― ―

(注) １　平成17年２月16日開催の臨時株主総会決議により新株予約権の目的となる株式の数の上限を600株とする旨決

議し、平成17年10月21日開催の取締役会決議により発行する新株予約権の目的となる株式の数を600株といた

しました。また、新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、権利を付与された者の退職等によ

り、権利付与の対象でなくなった新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数をそれぞれ控除した

残数を記載しております。

２　平成18年８月８日開催の取締役会決議により、平成18年９月５日付けで１株を３株とする株式分割を行ってお

ります。これにより新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額、新株予約権の行使に

より株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額がそれぞれ調整されておりますが、上記表の記載

内容は当該調整を反映済みであります。

３　当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により新株予約権の目的となる株式の数を調整するもの

とします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式

の数について行われ、調整の結果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。

調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割・併合の比率

　　また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割

もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行います。

４　当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により１株当たりの払込金額を調整し、調整により生ず

る１円未満の端数は切り上げるものとします。

調整後払込金額＝調整前払込金額×
１
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　　また、払込金額を下回る価額で新株を発行するとき（新株予約権の行使により新株を発行する場合を除く）は、

次の算式により１株当たりの払込金額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げるものとしま

す。

調整後払込金額＝調整前払込金額×

既発行株式数＋
新株発行株式数×１株当たり払込金額

調整前払込金額

既発行株式数＋新規発行による増加株式数

　　上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数

とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「１株当たり払込金額」を「１株

当たり処分金額」と読み替えるものとします。さらに、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新

株予約権が承継される場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める払込金

額の調整を行います。
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⑤平成13年改正旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づく新株予約権に関する事項

　

定時株主総会の特別決議日（平成18年１月25日）

　
事業年度末現在
(平成23年10月31日)

提出日の前月末現在
(平成23年12月31日)

新株予約権の数（個） 216 同左

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ― ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数（株） 648 同左

新株予約権の行使時の払込金額（円） 80,000 同左

新株予約権の行使期間
平成20年２月１日～平成28年
１月24日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　 80,000
資本組入額　 40,000

同左

新株予約権の行使の条件

新株予約権の割当を受けた
者が当社取締役、監査役また
は従業員の場合は、権利行使
時において、当社の取締役、監
査役または従業員たる地位を
保有していることとする。た
だし、取締役会で認めた場合
はこの限りではない。
新株予約権の質入れ、担保
権の設定及び相続は認めない
ものとする。
その他の条件については、
本株主総会及び取締役会決議
に基づき、当社と新株予約権
の割当を受けた者との間で締
結する「新株予約権割当契
約」に定めるところによる。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権を譲渡するには
取締役会の承認を要する。

同左

代用払込みに関する事項 ― ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

― ―

(注) １　平成18年１月25日開催の定時株主総会決議により新株予約権の目的となる株式の数の上限を300株とする旨決

議し、平成18年７月28日開催の取締役会決議により発行する新株予約権の目的となる株式の数を300株といた

しました。

２　平成18年８月８日開催の取締役会決議により、平成18年９月５日付けで１株を３株とする株式分割を行ってお

ります。これにより新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額、新株予約権の行使に

より株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額がそれぞれ調整されておりますが、上記表の記載

内容は当該調整を反映済みであります。

３　当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により新株予約権の目的となる株式の数を調整するもの

とします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式

の数について行われ、調整の結果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。

調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割・併合の比率

　　また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割

もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行います。

４　当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により１株当たりの払込金額を調整し、調整により生ず

る１円未満の端数は切り上げるものとします。

調整後払込金額＝調整前払込金額×
１
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　　また、払込金額を下回る価額で新株を発行するとき（新株予約権の行使により新株を発行する場合を除く）は、

次の算式により１株当たりの払込金額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げるものとしま

す。

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額×

既発行株式数 ＋
新株発行株式数×１株当たり払込金額

調整前払込金額

既発行株式数＋新規発行による増加株式数

　　上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数

とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「１株当たり払込金額」を「１株

当たり処分金額」と読み替えるものとします。さらに、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新

株予約権が承継される場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める払込金

額の調整を行います。
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⑥会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく株主総会特別決議によるもの　

　

定時株主総会の特別決議日（平成19年１月30日）

　
事業年度末現在
(平成23年10月31日)

提出日の前月末現在
(平成23年12月31日)

新株予約権の数（個） 140 同左

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ― ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数（株） 140 同左

新株予約権の行使時の払込金額（円） 139,555 同左

新株予約権の行使期間
平成21年11月26日～平成28年11
月25日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　 139,555
資本組入額　  69,778

同左

新株予約権の行使の条件

新株予約権の割当を受けた
者が当社取締役、監査役また
は従業員の場合は、権利行使
時において、当社の取締役、監
査役または従業員たる地位を
保有していることとする。た
だし、取締役会で認めた場合
はこの限りではない。
新株予約権の質入れ、担保
権の設定及び相続は認めない
ものとする。 
その他の条件については、
本株主総会及び取締役会決議
に基づき、当社と新株予約権
の割当を受けた者との間で締
結する「新株予約権割当契
約」に定めるところによる。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権を譲渡するには
取締役会の承認を要する。

同左

代用払込みに関する事項 ― ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

― ―

(注) １  平成19年１月30日開催の定時株主総会決議により新株予約権の目的となる株式の上限を200株とする旨決議

し、平成19年11月22日開催の取締役会決議により発行する新株予約権の目的となる株式の数を200株といたし

ました。

２  当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により新株予約権の目的となる株式の数を調整するも

のとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株

式の数について行われ、調整の結果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。

調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割・併合の比率

　　また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割

もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行います。

３  払込金額は、新株予約権の割当日の属する月の前月の各日（取引が成立しない日を除く）における株式会社

名古屋証券取引所の当社普通株式の終値の平均値に1.05を乗じた金額とし、１円未満の端数は切上げる。ただ

し、その金額が新株予約権の割当日の終値（取引が成立しない場合は、それに先立つ直近日の終値）を下回る

場合は、新株予約権の割当日の終値とする。

    なお、新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により１株当たりの払込金額

を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げるものとします。
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　　また、払込金額を下回る価額で新株を発行するとき（新株予約権の行使により新株を発行する場合を除く）は、

次の算式により１株当たりの払込金額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げるものとしま

す。

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額×

既発行株式数 ＋
新株発行株式数×１株当たり払込金額

調整前払込金額

既発行株式数＋新規発行による増加株式数

　　上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数

とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「１株当たり払込金額」を「１株

当たり処分金額」と読み替えるものとします。さらに、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新

株予約権が承継される場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める払込金

額の調整を行います。
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⑦会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく株主総会特別決議によるもの

　

定時株主総会の特別決議日（平成22年１月28日）

　
事業年度末現在
(平成23年10月31日)

提出日の前月末現在
(平成23年12月31日)

新株予約権の数（個） 188 182

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ― ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数（株） 188 182

新株予約権の行使時の払込金額（円） 119,000 同左

新株予約権の行使期間
平成24年11月15日～平成31年10
月31日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　 119,000
資本組入額　59,500

同左

新株予約権の行使の条件

新株予約権の割当を受けた
者が当社取締役または従業員
の場合は、権利行使時におい
て、当社の取締役、監査役また
は従業員たる地位を保有して
いることとする。ただし、取締
役会で認めた場合はこの限り
ではない。
新株予約権の質入れ、担保
権の設定及び相続は認めない
ものとする。
 その他の条件については、
本株主総会及び取締役会決議
に基づき、当社と新株予約権
の割当を受けた者との間で締
結する「新株予約権割当契
約」に定めるところによる。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権を譲渡するには
取締役会の承認を要する。

同左

代用払込みに関する事項 ― ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

― ―

(注) １  平成22年１月28日開催の定時株主総会決議により新株予約権の目的となる株式の上限を200株とする旨決議

し、平成22年11月12日開催の取締役会決議により発行する新株予約権の目的となる株式の数を200株といたし

ました。

２  当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により新株予約権の目的となる株式の数を調整するも

のとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株

式の数について行われ、調整の結果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。

調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割・併合の比率

　　また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割

もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行います。

３  払込金額は、新株予約権の割当日の属する月の前月の各日（取引が成立しない日を除く）における株式会社

名古屋証券取引所の当社普通株式の終値の平均値に1.05を乗じた金額とし、１円未満の端数は切上げる。ただ

し、その金額が新株予約権の割当日の終値（取引が成立しない場合は、それに先立つ直近日の終値）を下回る

場合は、新株予約権の割当日の終値とします。

    なお、新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により１株当たりの払込金額

を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げるものとします。

　

調整後払込金額＝調整前払込金額×
１

分割・併合の比率

　　また、払込金額を下回る価額で新株を発行するとき（新株予約権の行使により新株を発行する場合を除く）は、

次の算式により１株当たりの払込金額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げるものとしま

す。
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調整後払込金額＝調整前払込金額×

既発行株式数 ＋
新株発行株式数×１株当たり払込金額

調整前払込金額

既発行株式数＋新規発行による増加株式数

　　上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数

とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「１株当たり払込金額」を「１株

当たり処分金額」と読み替えるものとします。さらに、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新

株予約権が承継される場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める払込金

額の調整を行います。

　

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　   該当事項はありません。

　

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。
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(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

　

年月日
発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
 

(千円)

資本金残高
 

(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

平成18年12月11日
(注) １

2,250 28,635 165,600714,055165,600466,985

平成18年11月１日～
平成19年10月31日

(注) ２
816 29,451 21,706 735,762 21,440 488,425

平成19年11月１日～
平成20年10月31日

(注) ３
354 29,805 9,640 745,402 9,640 498,065

平成20年11月１日～
平成21年10月31日

 (注) ４
435 30,240 12,266 757,669 11,600 509,665

平成21年11月１日～
平成22年10月31日

 (注) ５
371 30,611 10,883 768,552 10,483 520,149

平成22年11月１日～
平成23年４月８日

(注) ６
15 30,626 440 768,992 440 520,589

平成23年４月11日
(注) ７

2,500 33,126 110,862879,855110,862631,451

平成23年４月25日
(注) ８

500 33,626 22,172 902,027 22,172 653,624

平成23年５月１日～
平成23年10月31日

(注) ９
207 33,833 5,520 907,548 5,520 659,144

(注)　１　有償一般募集（ブックビルディング方式）

 発行価格　160,000円　　引受価額　147,200円　　発行価額　127,500円　　資本組入額　73,600円

２　新株予約権の行使による増加であります。

発行価格の総額　　43,147千円

資本組入額の総額　21,706千円

３　新株予約権の行使による増加であります。 

発行価格の総額　　19,280千円 

資本組入額の総額　 9,640千円

４　新株予約権の行使による増加であります。 

発行価格の総額　　23,866千円 

資本組入額の総額　12,266千円

５　新株予約権の行使による増加であります。 

発行価格の総額　　21,367千円 

資本組入額の総額　10,883千円

６　新株予約権の行使による増加であります。 

発行価格の総額　　　 880千円 

資本組入額の総額　   440千円

　　　７　有償一般募集

 発行価格　95,060円　　発行価額　88,690円　　資本組入額　44,345円

　　　８　有償第三者割当（オーバーアロットメントによる売出し）

 発行価格　88,690円　　資本組入額　44,345円　割当先　いちよし証券株式会社

９　新株予約権の行使による増加であります。 

発行価格の総額　　11,040千円 

資本組入額の総額　 5,520千円
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(6) 【所有者別状況】

平成23年10月31日現在

区分

株式の状況

単元未満
株式の状況政府及び

地方公共
団体

金融機関
金融商品
取引業者

その他の
法人

外国法人等
個人
その他

計
個人以外 個人

株主数
(人)

－ 6 15 31 3 1 2,6692,725 －

所有株式数
(株)

－ 3,6031,0638,147 9 4 21,00733,833 －

所有株式数
の割合(％)

－ 10.65 3.14 24.08 0.03 0.01 62.09100.00 －
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(7) 【大株主の状況】

平成23年10月31日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

川上陽介 東京都世田谷区 2,464 7.28

日本マスタートラスト信託銀行株式会社 

（信託口）
東京都港区浜松町２-11-３ 1,902 5.62

小杉誠 群馬県高崎市 1,375 4.06

株式会社バンダイナムコホールディングス 東京都品川区東品川４-５-15 1,050 3.10

東映アニメーション株式会社 東京都練馬区東大泉２-10-５ 1,017 3.00

ガイアホールディングス株式会社 東京都新宿区西早稲田２-18-18 900 2.66

株式会社ドワンゴ 東京都中央区日本橋浜町２-31-１ 900 2.66

野村信託銀行株式会社（投信口） 東京都千代田区大手町２-２-２ 815 2.40

兼松グランクス株式会社 東京都新宿区大久保２-４-12 750 2.21

株式会社サンライズ 東京都杉並区上井草２-44-10 750 2.21

株式会社トムス・エンタテインメント 東京都新宿区西新宿７-20-１ 750 2.21

計 ― 12,673 37.45

（注）前事業年度末において主要株主であった川上陽介氏は、当事業年度末現在では主要株主ではなくなりました。

　

(8) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

平成23年10月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等) ― ― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式33,833 33,833
株主としての権利内容に制限のな
い、標準となる株式

単元未満株式 ― ― ―

発行済株式総数 33,833 ― ―

総株主の議決権 ― 33,833 ―

　

② 【自己株式等】

該当事項はありません。
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(9) 【ストック・オプション制度の内容】

当社は、ストック・オプション制度を採用しております。当該制度の内容は次のとおりであります。

　　
①旧商法第280条ノ19の規定に基づく株主総会特別決議によるもの

（平成14年１月30日開催　定時株主総会）

　
決議年月日 平成14年１月30日

付与対象者の区分及び人数 当社取締役４名、当社従業員14名

新株予約権の目的となる株式の種類 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数 同上

新株予約権の行使時の払込金額 同上

新株予約権の行使期間 同上

新株予約権の行使の条件 同上

新株予約権の譲渡に関する事項 同上

代用払込みに関する事項 同上

組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項

同上

　(注)　平成23年12月31日現在、取締役１名及び従業員８名が退任及び退職等によりそれぞれ権利を喪失しております。

　

②平成13年改正旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づく株主総会特別決議によるもの

（平成16年１月28日開催　定時株主総会）

　
決議年月日 平成16年１月28日

付与対象者の区分及び人数 当社取締役５名、当社監査役１名、当社従業員35名

新株予約権の目的となる株式の種類 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数 同上

新株予約権の行使時の払込金額 同上

新株予約権の行使期間 同上

新株予約権の行使の条件 同上

新株予約権の譲渡に関する事項 同上

代用払込みに関する事項 同上

組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項

同上

　(注)　平成23年12月31日現在、取締役１名及び従業員10名が退任及び退職等によりそれぞれ権利を喪失しております。
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③平成13年改正旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づく株主総会特別決議によるもの

（平成16年１月28日開催　定時株主総会）

　
決議年月日 平成16年１月28日

付与対象者の区分及び人数 社外協力者１名

新株予約権の目的となる株式の種類 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数 同上

新株予約権の行使時の払込金額 同上

新株予約権の行使期間 同上

新株予約権の行使の条件 同上

新株予約権の譲渡に関する事項 同上

代用払込みに関する事項 同上

組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項

同上

　

④平成13年改正旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づく株主総会特別決議によるもの

（平成17年２月16日開催　臨時株主総会）

　
決議年月日 平成17年２月16日

付与対象者の区分及び人数 当社取締役５名、当社監査役１名、当社従業員13名

新株予約権の目的となる株式の種類 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数 同上

新株予約権の行使時の払込金額 同上

新株予約権の行使期間 同上

新株予約権の行使の条件 同上

新株予約権の譲渡に関する事項 同上

代用払込みに関する事項 同上

組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項

同上

(注)　平成23年12月31日現在、従業員９名が退職等により権利を喪失しております。
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⑤平成13年改正旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づく株主総会特別決議によるもの

（平成18年１月25日開催　定時株主総会）

　
決議年月日 平成18年１月25日

付与対象者の区分及び人数 当社取締役５名、当社監査役２名、当社従業員39名

新株予約権の目的となる株式の種類 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数 同上

新株予約権の行使時の払込金額 同上

新株予約権の行使期間 同上

新株予約権の行使の条件 同上

新株予約権の譲渡に関する事項 同上

代用払込みに関する事項 同上

組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項

同上

 (注)　平成23年12月31日現在、従業員15名が退職等により権利を喪失しております。

　

⑥会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく株主総会特別決議によるもの

（平成19年１月30日開催　定時株主総会）

決議年月日 平成19年１月30日

付与対象者の区分及び人数 当社取締役１名、当社監査役２名、当社従業員65名

新株予約権の目的となる株式の種類 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数 同上

新株予約権の行使時の払込金額 同上

新株予約権の行使期間 同上

新株予約権の行使の条件 同上

新株予約権の譲渡に関する事項 同上

代用払込みに関する事項 同上

組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項

同上

(注)　平成23年12月31日現在、従業員26名が退職等により権利を喪失しております。
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⑦会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく株主総会特別決議によるもの

（平成22年１月28日開催　定時株主総会）

決議年月日 平成22年１月28日

付与対象者の区分及び人数 当社取締役４名、当社従業員76名

新株予約権の目的となる株式の種類 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数 同上

新株予約権の行使時の払込金額 同上

新株予約権の行使期間 同上

新株予約権の行使の条件 同上

新株予約権の譲渡に関する事項 同上

代用払込みに関する事項 同上

組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項

同上

(注)　平成23年12月31日現在、従業員７名が退職等により権利を喪失しております。
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２ 【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】　該当事項はありません。

　

(1) 【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

　

(2) 【取締役会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

　

(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

該当事項はありません。

　

(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

該当事項はありません。

　

３ 【配当政策】

当社は、株主様への利益還元につきましては、経営の重要な課題の一つと認識しております。 

　当社では、経営環境の変化に耐え得る経営基盤強化のための内部留保とのバランスを考慮しつつ、配当性

向を基準とする業績に応じた利益配当により利益還元を実施していくことを基本方針として参ります。 

　上記基本方針に基づき、当期純利益の10％を配当性向の目処とさせていただく予定です。 　

また、当社は、毎年４月30日を基準日として、会社法第454条第５項に定める中間配当を行うことができる

旨を定款に定めておりますが、年間の業績を見極めた上で、年１回の配当とさせて頂いております。これら

の剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。

平成23年10月期の剰余金の配当における１株当たりの配当金の額は、1,000円とさせていただきました。

　内部留保資金の使途につきましては、今後の事業展開への備えと研究開発費用として投入していくことと

しております。

　なお、配当性向につきましては、今後の業績に応じて適宜見直しを行っていく方針です。

　

なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。

決議年月日
配当金の総額
（千円）

１株当たりの配当額
（円）

平成24年１月26日　　　　　　　　　　
　　定時株主総会

33,833 1,000
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４ 【株価の推移】

(1) 【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】

　

回次 第17期 第18期 第19期 第20期 第21期

決算年月 平成19年10月 平成20年10月 平成21年10月 平成22年10月 平成23年10月

最高(円) 244,000 158,000 265,000 230,000 200,000

最低(円) 80,000 63,000 84,800 92,000 51,400

(注) １　株価は、平成22年11月４日より東京証券取引所市場第二部におけるものであり、それ以前は名古屋証券取引所

(セントレックス)におけるものであります。

２　当社株式は、平成18年12月12日付で名古屋証券取引所(セントレックス)に上場されております。それ以前につ

いては、該当事項はありません。

３　当社は、平成22年11月４日に東京証券取引所市場第二部に株式を上場いたしました。

４　当社は、平成23年１月25日に名古屋証券取引所セントレックス市場に上場中の株式につき、上場廃止いたしま

した。

　

(2) 【最近６月間の月別最高・最低株価】

　

月別 平成23年５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月

最高(円) 114,000 91,600 96,000 83,900 68,800 63,000

最低(円) 88,600 81,300 81,500 65,100 51,500 51,400

(注) 株価は、東京証券取引所市場第二部におけるものであります。
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５ 【役員の状況】

　

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
(株)

代表取締役
社長

― 野﨑　愼也 昭和40年８月24日

平成元年４月 株式会社キャディックス入社

(注)2 518

平成３年５月 当社設立取締役

平成17年１月 当社専務取締役

平成19年１月 当社代表取締役社長（現任）

　 　

取締役 営業部門管掌 成島　啓 昭和49年８月15日

平成９年４月 当社入社

(注)2 50

平成12年11月 当社制作部長

平成13年２月 当社取締役制作部長

平成17年11月 当社取締役事業推進部長

平成20年１月 当社専務取締役

平成20年11月 当社専務取締役事業企画部長

平成21年１月 当社代表取締役副社長

平成22年１月 当社取締役（現任）

　 　

取締役
経営支援部門
管掌経営支援
部長

村上　匡人 昭和43年５月17日

平成４年４月

平成18年４月

平成19年１月

平成19年８月

平成20年10月

 

平成20年11月

平成22年１月

平成23年１月

 

 

ソニー株式会社入社

当社入社

当社取締役

当社取締役業務企画部長

5digistar株式会社代表取締

役社長

当社取締役

当社業務支援部長

当社取締役経営支援部長（現

任）

 

(注)2 －

取締役
管理部門管掌
管理部長

伊藤　賢 昭和43年３月26日

平成３年４月

 

 

平成13年２月

平成14年８月

平成15年１月

平成18年12月

平成20年11月

平成23年１月

 

ピーアーク株式会社（現ピー

アークホールディングス株式

会社）入社

当社入社

当社総務部長

当社取締役総務部長

当社取締役財務部長

当社取締役財務経理部長

当社取締役管理部長（現任）

(注)2 147

取締役 開発部門管掌 佐々木　竜生 昭和39年６月９日

平成５年４月

 

平成８年10月

平成15年４月

平成17年１月

平成19年８月

 

平成20年11月

 

平成22年１月

平成22年６月

平成23年１月

 

東京アイエスシー株式会社入

社

当社入社

当社開発部長

当社取締役開発部長

当社取締役モバイルソリュー

ション事業部長

当社取締役WEBサービス推進

部長兼開発部長

当社ネットワーク開発部長

当社WEBサービス開発部長

当社取締役WEBサービス開発

部長

(注)2 15

平成23年12月 当社取締役（現任）

　 　

取締役 事業開発担当 川上　陽介 昭和35年９月28日

昭和62年６月 株式会社キャディックス入社

(注)2 2,464

平成３年５月 当社設立代表取締役社長

平成19年１月 当社代表取締役会長

平成20年１月 当社取締役会長

平成21年12月 株式会社マスターピース取締

役

平成22年１月 当社取締役

平成23年１月 当社顧問

平成23年２月 株式会社マスターピース代表

取締役社長（現任）

　
5digistar株式会社代表取締

役社長（現任）

　
株式会社ネットディメンショ

ン取締役（現任）

平成24年１月 当社取締役（現任）
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
(株)

監査役
(常勤)

― 渡辺　優 昭和22年９月11日

昭和46年４月

 
　昭和49年11月

　昭和61年２月

 

　平成元年１月

　平成元年２月

　平成元年３月

　平成４年３月

　平成４年５月

 

株式会社ニチイ（現株式会社

マイカル）入社

株式会社マルエツ入社

株式会社ベターライフ取締役

管理部長

同社監査役

株式会社アイジーエス入社

同社取締役経営企画室長

同社監査役

ピーアーク株式会社（現ピー

アークホールディングス株式

会社）入社

(注)3 195

平成４年６月 同社取締役

平成７年６月 同社常務取締役

平成14年１月 当社監査役（現任）

平成20年10月 5digistar株式会社監査役

（現任）

　 　

監査役 ― 小高　正裕 昭和36年４月20日

昭和61年10月 サンワ等松監査法人（現有限

責任監査法人トーマツ）入社

(注)4 －

平成２年３月 公認会計士登録、税理士登録　

小高正裕公認会計士事務所開

業（現任）

平成15年６月 榛原鰻販売株式会社監査役

（現任）

平成19年１月 当社監査役（現任）

　 　

監査役 ― 佐々木　惣一 昭和37年12月31日

平成11年４月 弁護士登録　台東協同法律事

務所入所

(注)4 －

平成17年５月 株式会社奄美総合研究所監査

役（現任）

平成18年４月 あだん法律事務所設立（現

任）

平成19年１月 当社監査役（現任）

　 　

計 3,389

(注) １ 監査役小高正裕及び監査役佐々木惣一は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。

２ 取締役野﨑愼也、取締役成島啓、取締役村上匡人、取締役伊藤賢、取締役佐々木竜生、取締役川上陽介の任期は、平

成23年10月期に係る定時株主総会終結の時から平成24年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

３ 監査役渡辺優の任期は、平成21年10月期に係る定時株主総会終結の時から平成25年10月期に係る定時株主総会終

結の時までであります。

４ 監査役小高正裕、監査役佐々木惣一の任期は、平成22年10月期に係る定時株主総会終結の時から平成26年10月期

に係る定時株主総会終結の時までであります。
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６ 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1) 【コーポレート・ガバナンスの状況】

 （コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方）

当社は、経営の透明性の向上及びコンプライアンスの徹底を図るため、コーポレート・ガバナンスを充

実させながら、経営環境の変化に的確かつ機動的に対応することができる組織体制や仕組みを整備し、必

要な施策を実施していくことを基本的な方針としております。

　

 ① 企業統治の体制

　1.　企業統治の体制の概要

　当社は、業務執行に関する意思決定機関として、取締役会を毎月１回開催し、必要に応じて臨時取締

役会を適宜開催しておりますが、原則として取締役及び監査役全員の参加をもって議事を行うこと

としております。なお、当事業年度末日現在、取締役会を構成する取締役は５名であります。

　また当社は、監査役制度採用会社であります。当事業年度末日現在、監査役の員数は３名で、常勤監

査役が１名、非常勤監査役が２名（社外監査役が２名）の体制となっております。当該監査役らによ

り監査役会を組織し、効率的な質の高い監査を実施するため、監査役会を毎月１回開催し、監査計画

の策定、監査の実施状況、監査結果等を検討するなど監査役相互の情報の共有を図っております。ま

た、必要に応じて意見陳述や書類の閲覧を行うなどして業務監査、会計監査を実施しております。

　2.　企業統治の体制を採用する理由

　当社は社外取締役を選任しておりませんが、監査役会を構成する監査役３名のうち、社外監査役２

名に企業経営に精通した公認会計士及び弁護士を選任しております。経営監視機能という点では、専

門的な見地から社外監査役による監査を受けており、随時意見の聴取などを行っております。従いま

して、社外取締役を選任していないものの、取締役の業務執行に対する監督機能を十分に果たしてい

ると判断しているため現状の体制を採用しております。

　3.　内部統制システムの整備の状況

　当社は、職務分掌規程、職務権限規程等により、各部門の職務分掌や各職位の職務権限を明らかに

し、実行責任者を明確にするとともに適切な業務手続を定めて、権限分離及び内部牽制の実現を図る

こととしております。

　また、これを担保するために内部監査機関として、内部監査部を設置し、社長直轄の組織と位置付け

しております。内部監査部は日常の業務執行についての規程、規則等に基づいた手続きの妥当性を評

価するとともに業務効率の改善について、必要に応じて助言及び指導を行っております。

　上記の他、当社では内部統制委員会を設置し、財務報告に係る主要な業務プロセスを正常に評価・

維持する機関として位置づけ、各業務プロセスを担当する部門長により構成されるミーティングを

定期的に行っております。

　4.　リスク管理体制の整備の状況

　当社のリスク管理体制は、特別な体系化はなされておりませんが、現行の規程、規則等を運用するこ

とにより実効性は確保できるものと認識しております。法務的な重要な課題につきましては、コンプ

ライアンスの観点から顧問弁護士、顧問税理士及び顧問社会保険労務士に相談を行い、リーガル

チェックや必要な助言及び指導を受けております。

 ② 内部監査及び監査役監査の状況

　当社の内部監査の組織構成につきましては、前述のとおり内部監査部を設置し１名を配置して、内部監

査計画に基づき、各部門の内部監査を実施し、内部牽制の有効性を確認しております。
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監査役監査の組織構成につきましては、前述のとおり監査役３名が監査役会を組織し、監査役相互の連

係強化に努めております。また、取締役会等の会議へ出席し、監査役監査計画に基づき取締役の業務執行

に対する適法性の監査等を実施しております。なお、監査役小高正裕氏は、公認会計士及び税理士の資格

を有していることから、財務及び会計に関する相当の知見を有するものであります。

さらに内部監査部、監査役及び会計監査人は、定期的にミーティングを行い、妥当性、適法性、適正性に

ついてそれぞれの立場から意見交換を行い、的確な監査を実施するよう連係を図っております。

③ 会計監査の状況

当社の会計監査業務を執行した公認会計士の氏名は、新日本有限責任監査法人に所属する指定有限責

任社員・業務執行社員斉藤浩史及び指定有限責任社員・業務執行社員小野淳史であります。なお、継続監

査年数につきましては、全員が７年未満となっておりますので記載しておりません。また、当社の会計監

査に係る補助者は、公認会計士５名、会計士補等11名であります。

④ 会社の機関・内部統制の関係

これまで述べてきました会社の機関・内部統制の関係を図示すると次のとおりとなります。

　

　

  ⑤ 社外取締役及び社外監査役

当社は、監査役３名のうち社外監査役２名を選任しており、現状の体制で経営監視機能を十分に果たし

ていると判断しているため、社外取締役を選任しておりません。また、社外監査役である小高正裕氏及び

佐々木惣一氏は、当社との間に人的関係、資本的関係またはその他の利害関係はありません。当社株式に

つきましても、平成23年10月31日現在において所有しておりません。なお、社外監査役による監督または

監査と内部監査、監査役監査、会計監査との相互連携や内部統制部門との関係は上記②に記載のとおりで

あります。

⑥ 責任限定契約の内容

　1.　当社は、取締役及び監査役が職務の遂行にあたり、その能力を十分に発揮して期待される役割を果たし

うる環境を整備することを目的として、次のとおり定款に定めております。

　　(1) 取締役の責任免除

　当社は、会社法第426条第１項の規定により、任務を怠ったことによる取締役（取締役であった者を

含む）の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨定

款に定めております。

　　(2) 監査役の責任免除
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　当社は、会社法第426条第１項の規定により、任務を怠ったことによる監査役（監査役であった者を

含む）の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨定

款に定めております。

　2.　社外取締役、会計参与、社外監査役又は会計監査人との間で責任限定契約を締結した場合の当該契約の

内容については以下のとおりです。

　　(1) 社外監査役の責任限定契約

　当社と各社外監査役は、会社法第427条第１項に定める最低責任限定額を限度とする責任限定契約を

締結しております。なお、当該契約に基づく責任の限度額は法令が規定する限度額の範囲内でありま

す。

　　(2) 会計監査人の責任限定契約

　当社と会計監査人新日本有限責任監査法人は、会社法第427条第１項の規定により、任務を怠ったこ

とによる損害賠償責任を限定する契約を締結しております。なお、当該契約に基づく責任の限度額は

法令が規定する限度額の範囲内であります。

　

⑦　役員の報酬等

　1. 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分
報酬等の総額
(千円)

報酬等の種類別の総額(千円) 対象となる
役員の員数
(名)基本報酬

ストック・
オプション

賞与 退職慰労金

取締役 78,696 77,517 1,179 － － ６

監査役
（社外監査役を除く）

7,020 7,020 － － － １

社外監査役 3,600 3,600 － － － ２

（注）1. 取締役の報酬額には、使用人兼務取締役２名に対する使用人分給与は含まれておりません。　

　2. 役員ごとの報酬等の総額

　　 役員報酬等の総額が１億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。

　3. 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの

　　 該当事項はありません。

　4. 役員の報酬等の額の決定に関する方針

 取締役及び監査役の報酬については、株主総会の決議により定められたそれぞれの報酬総額の上

限額の範囲内において決定しております。

　当社の取締役は株主からの信任によって選出され、当社の価値の最大化を目的として経営に当た

ることが自己の責務であることを常に認識しております。そのため、会社の経営成績、担当する部門

の業績に強い責任を持つとの会社方針の下、取締役の報酬額は、毎年、業務分担の状況及び会社への

貢献度等を参考に決定します。

　また、監査役の報酬額は、毎年、常勤または非常勤の別、業務分担の状況を考慮し、監査役会で協議

のうえ決定します。

　

　⑧　株式の保有状況

　　1.　保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

　　　　銘柄数　　　　　　　　　　　　 ８銘柄

　　　　貸借対照表計上額の合計額　 83,731千円
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　　2.　保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表

　　　　計上額及び保有目的

　　　　該当事項はありません。

　

　　3.　保有目的が純投資目的である投資株式

　　　　該当事項はありません。

　

　⑨　取締役の定数

　　　当社の取締役は９名以内とする旨定款に定められております。

　

　⑩　取締役の選任の決議要件

    当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することのできる株主の議決権の３分の１以上を有する

株主が出席し、その議決権の過半数を持って行う旨、及び累積投票によらないものとする旨を定款で定

めております。

　

　⑪　自己の株式の取得の決定機関

　　当社は、自己の株式の取得について、経済情勢の変化に対応して財務政策等の経営諸施策を機動的に遂

行することを可能とするため、会社法第165条第２項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取

引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。

　

　⑫　中間配当の決定機関

　　当社は、取締役会の決議により、毎年４月30日を基準日として中間配当をすることができる旨を定款に

定めております。これは、必要な場合に株主の皆様への機動的な利益還元を行うことを目的とするもの

であります。

　

　⑬　株主総会の特別決議要件

　　当社は、会社法第309条第２項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することがで

きる株主の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨を定款に

定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑

な運営を行うことを目的とするものであります。
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(2) 【監査報酬の内容等】

① 【監査公認会計士等に対する報酬の内容】

　

前事業年度 当事業年度

監査証明業務に基づく報酬
(千円)

非監査業務に基づく報酬
(千円)

監査証明業務に基づく報酬
(千円)

非監査業務に基づく報酬
(千円)

20,400 ─ 19,440 ―

　

② 【その他重要な報酬の内容】

　　　該当事項はありません。

　

③ 【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】

　　　該当事項はありません。

　

④ 【監査報酬の決定方針】

　　　監査日数等を勘案したうえで決定しております。
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第５ 【経理の状況】

１　財務諸表の作成方法について

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以

下「財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。

なお、前事業年度(平成21年11月１日から平成22年10月31日まで)は、改正前の財務諸表等規則に基づき、

当事業年度(平成22年11月１日から平成23年10月31日まで)は、改正後の財務諸表等規則に基づいて作成し

ております。

　

２　監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前事業年度(平成21年11月１日から平成22年

10月31日まで)及び当事業年度(平成22年11月１日から平成23年10月31日まで)の財務諸表について、新日本

有限責任監査法人の監査を受けております。

　

３　連結財務諸表について

当社は子会社がありませんので、連結財務諸表を作成しておりません。

　

４　財務諸表等の適正性を確保するための特段の取り組みについて

当社は、財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には、会計基準等

の内容を適切に把握し、又は会計基準等の変更等について的確に対応することが出来る体制を整備するた

め、公益財団法人財務会計基準機構へ加入し、セミナーへ参加しております。
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１【財務諸表等】
(1)【財務諸表】
①【貸借対照表】

(単位：千円)

前事業年度
(平成22年10月31日)

当事業年度
(平成23年10月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 570,749 724,937

売掛金 694,085 828,346

製品 18,506 20,943

原材料 34,373 36,667

貯蔵品 34,439 28,750

前渡金 20,451 22,201

前払費用 20,292 19,359

繰延税金資産 53,008 47,501

その他 7,576 2,829

貸倒引当金 △22,995 △16,875

流動資産合計 1,430,487 1,714,661

固定資産

有形固定資産

建物 54,837 60,156

減価償却累計額 △20,450 △27,305

建物（純額） 34,387 32,851

工具、器具及び備品 177,891 193,267

減価償却累計額 △149,177 △169,507

工具、器具及び備品（純額） 28,713 23,759

有形固定資産合計 63,101 56,611

無形固定資産

特許権 9,125 9,915

商標権 6,597 8,049

ソフトウエア 841,821 1,274,632

ソフトウエア仮勘定 3,096 672

その他 8,970 7,841

無形固定資産合計 869,612 1,301,111

投資その他の資産

投資有価証券 111,300 83,731

関係会社株式 75,772 89,772

敷金及び保証金 123,070 119,550

繰延税金資産 24,719 34,232

投資その他の資産合計 334,862 327,286

固定資産合計 1,267,576 1,685,009

資産合計 2,698,064 3,399,671
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(単位：千円)

前事業年度
(平成22年10月31日)

当事業年度
(平成23年10月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 130,197 121,566

1年内返済予定の長期借入金 － 86,472

未払金 71,967 23,692

未払費用 80,439 87,462

未払法人税等 135,738 86,624

未払消費税等 15,313 3,209

前受金 14,819 10,542

預り金 17,805 14,042

返品調整引当金 3,756 6,462

流動負債合計 470,038 440,076

固定負債

長期借入金 － 241,602

退職給付引当金 52,838 63,318

固定負債合計 52,838 304,920

負債合計 522,876 744,996

純資産の部

株主資本

資本金 768,552 907,548

資本剰余金

資本準備金 520,149 659,144

資本剰余金合計 520,149 659,144

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金 871,856 1,069,309

利益剰余金合計 871,856 1,069,309

株主資本合計 2,160,558 2,636,002

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △2,387 △2,527

評価・換算差額等合計 △2,387 △2,527

新株予約権 17,016 21,199

純資産合計 2,175,187 2,654,674

負債純資産合計 2,698,064 3,399,671
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②【損益計算書】
(単位：千円)

前事業年度
(自 平成21年11月１日
　至 平成22年10月31日)

当事業年度
(自 平成22年11月１日
　至 平成23年10月31日)

売上高 2,721,120 2,702,092

売上原価

製品期首たな卸高 15,014 18,506

当期製品製造原価 1,426,106 1,511,087

合計 1,441,121 1,529,594

製品期末たな卸高 18,506 20,943

売上原価合計 ※1
 1,422,614

※1
 1,508,651

売上総利益 1,298,505 1,193,441

返品調整引当金戻入額 10,486 3,756

返品調整引当金繰入額 3,756 6,462

差引売上総利益 1,305,235 1,190,735

販売費及び一般管理費 ※2, ※3
 797,256

※2, ※3
 733,154

営業利益 507,979 457,580

営業外収益

受取利息 290 180

その他 9 38

営業外収益合計 299 218

営業外費用

支払利息 － 2,017

株式交付費 477 6,420

為替差損 713 1,233

特許権償却費 1,609 2,374

商標権償却費 718 1,408

営業外費用合計 3,518 13,455

経常利益 504,761 444,344

特別利益

新株予約権戻入益 － 2,751

特別利益合計 － 2,751

特別損失

投資有価証券評価損 9,081 33,129

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 2,533

特別損失合計 9,081 35,663

税引前当期純利益 495,680 411,432

法人税、住民税及び事業税 212,653 187,375

法人税等調整額 △12,362 △4,006

法人税等合計 200,291 183,368

当期純利益 295,388 228,064
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【製造原価明細書】

　 　
前事業年度

(自　平成21年11月１日 
  至　平成22年10月31日)

当事業年度
(自　平成22年11月１日 
  至　平成23年10月31日)

区分
注記
番号

金額(千円)
百分比
(％)

金額(千円)
百分比
(％)

Ⅰ　材料費 　 　 279,65713.7　 273,52112.1

Ⅱ　労務費 　 　 603,79829.6　 656,58529.0

Ⅲ　外注費 　 　 629,58930.9　 666,66229.5

Ⅳ　経費 ※１ 　 525,54725.8　 663,55229.4

　　当期総製造費用 　 　 2,038,591100.0　 2,260,322100.0

　　仕掛品期首たな卸高 　 　 1,094　 　 ― 　

　　合計 　 　 2,039,686　 　 2,260,322　

　　他勘定振替 ※２ 　 613,579　 　 749,234　

　　仕掛品期末たな卸高 　 　 ─ 　 　 ― 　

　　当期製品製造原価 　 　 1,426,106　 　 1,511,087　

　 　 　 　 　 　 　 　

　

（注）　※１　主な内訳は、次のとおりであります。

項目 前事業年度(千円) 当事業年度(千円)

消耗品費 17,626 27,312

賃借料 113,459 101,287

減価償却費 319,590 444,611

募集費 14,327 5,553

支払手数料 9,245 7,567

　

　　　　※２　他勘定振替の内容は、次のとおりであります。

項目 前事業年度(千円) 当事業年度(千円)

ソフトウエア仮勘定 580,969 736,336

研究開発費 32,442 12,170

その他 167 728

計 613,579 749,234

　

　　（原価計算の方法）

　　当社の原価計算は、個別原価計算を採用しております。

　　なお、パッケージソフトについては、製造ロット別の個別原価計算を採用しております。
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③【株主資本等変動計算書】
(単位：千円)

前事業年度
(自 平成21年11月１日
　至 平成22年10月31日)

当事業年度
(自 平成22年11月１日
　至 平成23年10月31日)

株主資本

資本金

前期末残高 757,669 768,552

当期変動額

新株の発行 10,883 138,995

当期変動額合計 10,883 138,995

当期末残高 768,552 907,548

資本剰余金

資本準備金

前期末残高 509,665 520,149

当期変動額

新株の発行 10,483 138,995

当期変動額合計 10,483 138,995

当期末残高 520,149 659,144

資本剰余金合計

前期末残高 509,665 520,149

当期変動額

新株の発行 10,483 138,995

当期変動額合計 10,483 138,995

当期末残高 520,149 659,144

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

前期末残高 603,683 871,856

当期変動額

剰余金の配当 △27,216 △30,611

当期純利益 295,388 228,064

当期変動額合計 268,172 197,453

当期末残高 871,856 1,069,309

利益剰余金合計

前期末残高 603,683 871,856

当期変動額

剰余金の配当 △27,216 △30,611

当期純利益 295,388 228,064

当期変動額合計 268,172 197,453

当期末残高 871,856 1,069,309

株主資本合計

前期末残高 1,871,018 2,160,558

当期変動額

新株の発行 21,367 277,990

剰余金の配当 △27,216 △30,611

当期純利益 295,388 228,064

当期変動額合計 289,540 475,443

当期末残高 2,160,558 2,636,002
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(単位：千円)

前事業年度
(自 平成21年11月１日
　至 平成22年10月31日)

当事業年度
(自 平成22年11月１日
　至 平成23年10月31日)

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

前期末残高 △1,857 △2,387

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△530 △140

当期変動額合計 △530 △140

当期末残高 △2,387 △2,527

評価・換算差額等合計

前期末残高 △1,857 △2,387

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△530 △140

当期変動額合計 △530 △140

当期末残高 △2,387 △2,527

新株予約権

前期末残高 17,525 17,016

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △509 4,183

当期変動額合計 △509 4,183

当期末残高 17,016 21,199

純資産合計

前期末残高 1,886,687 2,175,187

当期変動額

新株の発行 21,367 277,990

剰余金の配当 △27,216 △30,611

当期純利益 295,388 228,064

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,039 4,043

当期変動額合計 288,500 479,486

当期末残高 2,175,187 2,654,674
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④【キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)

前事業年度
(自 平成21年11月１日
　至 平成22年10月31日)

当事業年度
(自 平成22年11月１日
　至 平成23年10月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益 495,680 411,432

減価償却費 336,120 456,756

株式報酬費用 － 6,934

新株予約権戻入益 － △2,751

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 2,533

貸倒引当金の増減額（△は減少） 18,714 △6,120

返品調整引当金の増減額（△は減少） △6,729 2,706

退職給付引当金の増減額（△は減少） 6,143 10,479

受取利息 △290 △180

支払利息 － 2,017

株式交付費 477 6,420

特許権償却費 1,609 2,374

商標権償却費 718 1,408

投資有価証券評価損益（△は益） 9,081 33,129

売上債権の増減額（△は増加） 91,630 △134,261

たな卸資産の増減額（△は増加） △30,547 959

仕入債務の増減額（△は減少） 20,511 △8,630

未払金の増減額（△は減少） 35,365 △41,681

前受金の増減額（△は減少） △82 △4,276

その他の資産の増減額（△は増加） 11,163 5,324

その他の負債の増減額（△は減少） 3,959 △8,830

小計 993,525 735,745

利息の受取額 290 180

利息の支払額 － △2,145

法人税等の支払額 △245,288 △236,502

営業活動によるキャッシュ・フロー 748,527 497,277

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △3,680 △3,624

有形固定資産の取得による支出 △16,008 △27,288

無形固定資産の取得による支出 △595,336 △864,853

投資有価証券の取得による支出 △33,200 △5,700

関係会社株式の取得による支出 － △14,000

敷金の回収による収入 30,692 －

敷金の差入による支出 － △280

投資活動によるキャッシュ・フロー △617,532 △915,746

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入 － 400,000

長期借入金の返済による支出 － △71,926

株式の発行による収入 20,442 271,569

配当金の支払額 △27,216 △30,611

財務活動によるキャッシュ・フロー △6,773 569,032

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 124,220 150,563

現金及び現金同等物の期首残高 392,539 516,760

現金及び現金同等物の期末残高 ※
 516,760

※
 667,323
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【重要な会計方針】

　

項目
前事業年度

(自　平成21年11月１日
至　平成22年10月31日)

当事業年度
(自　平成22年11月１日
至　平成23年10月31日)

１　有価証券の評価基準及び

評価方法

(1) 子会社株式及び関連会社株式

　移動平均法による原価法

(2) その他有価証券

時価のないもの

　移動平均法による原価法

(1) 子会社株式及び関連会社株式

　同左

(2) その他有価証券

時価のないもの

　同左

２　たな卸資産の評価基準及

び評価方法

(1) 製品、原材料及び貯蔵品

　移動平均法による原価法（貸借対照

表価額は収益性の低下に基づく簿価切

下げの方法により算定）

(2) 仕掛品

　個別法による原価法（貸借対照表価

額は収益性の低下に基づく簿価切下げ

の方法により算定）

(1) 製品、原材料及び貯蔵品

　移動平均法による原価法（貸借対照

表価額は収益性の低下に基づく簿価切

下げの方法により算定）

(2) 仕掛品

　個別法による原価法（貸借対照表価

額は収益性の低下に基づく簿価切下げ

の方法により算定）

３　固定資産の減価償却の方

法

(1) 有形固定資産（リース資産を除

く）

　定率法によっております。

　(ただし、平成10年４月１日以降に取

得した建物については、定額法を採用

しております。)

　なお、主な耐用年数は次のとおりであ

ります。

　建物　　　　　３～15年

　器具及び備品　４～６年

(1) 有形固定資産（リース資産を除

く）

　　　同左

　 (2) 無形固定資産（リース資産を除

く）

　　定額法によっております。

　(自社利用のソフトウエア)

　　社内における利用可能期間(５年)に

基づく定額法によっております。

　(市場販売目的のソフトウエア)

　　見込販売数量に基づく償却額と、残

存見込販売有効期間に基づく均等償

却額との、いずれか大きい金額を計

上しております。なお、当期における

見込販売有効期間は３年としており

ます。

(2) 無形固定資産（リース資産を除

く）

　　　同左

　(自社利用のソフトウエア)

　　　同左

　

　(市場販売目的のソフトウエア)

　　　同左

　 (3) リース資産

　リース期間を耐用年数とし、残存価額

を零とする定額法を採用しております。

　なお、所有権移転外ファイナンス・

リース取引のうち、リース取引開始日が

平成20年10月31日以前のリース取引に

ついては、通常の賃貸借取引に係る方法

に準じた会計処理によっております。　

(3) リース資産

　　　同左

　 (4) 長期前払費用

　均等償却によっております。
　

　　　　　　───

４　繰延資産の処理方法 株式交付費

　支出時に全額費用処理しております。

株式交付費

　　　同左
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項目
前事業年度

(自　平成21年11月１日
至　平成22年10月31日)

当事業年度
(自　平成22年11月１日
至　平成23年10月31日)

５　引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金

　債権の貸倒による損失に備えるため、
一般債権については貸倒実績率によ
り、貸倒懸念債権等特定の債権につい
ては個別に回収可能性を勘案し、回収
不能見込額を計上しております。
 

(1) 貸倒引当金

　　　同左

　 (2) 返品調整引当金

　将来発生する見込みの返品による損
失に備えるため、過去の返品実績率に
より計上しております。
 

(2) 返品調整引当金

　　　同左

　 (3) 退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、当期
末における自己都合要支給額の見込額
に基づき、計上しております。
 

(3) 退職給付引当金

　　　同左　

６　ビューア利用売上の計上

基準

　ビューア利用売上は、取引先からの

ビューア利用報告書に基づき売上計上

し、決算日において当該報告書が受領

できない期間については過去の売上実

績に基づき見積計上しております。後

日、取引先からのビューア利用報告書

の受領により当社計上額と当該報告額

との差額につき売上調整しておりま

す。

　　　同左

７　キャッシュ・フロー計算

書における資金の範囲

　手許現金、要求払預金及び取得日から

３ヵ月以内に満期日又は償還日の到来

する流動性の高い、容易に換金可能で

あり、かつ、価値の変動について僅少な

リスクしか負わない短期的な投資であ

ります。

　

　　　同左

８　その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項

　消費税等の会計処理

　消費税及び地方消費税の会計処理は、

税抜方式によっております。

　

　消費税等の会計処理

　　　同左
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【会計処理の変更】

　
前事業年度

(自　平成21年11月１日
至　平成22年10月31日)

当事業年度
(自　平成22年11月１日
至　平成23年10月31日)

（受注制作のソフトウェアに係る売上高及び売上原価

の計上基準の変更）

　受注制作のソフトウェアに係る収益の計上基準につい

ては、従来、工事完成基準を適用しておりましたが

「工事契約に関する会計基準」（企業会計基準第15号

平成19年12月27日）及び「工事契約に関する会計基準

の適用指針」（企業会計基準適用指針第18号 平成19年

12月27日）を当事業年度より適用し、当事業年度に着手

した受注制作のソフトウェアに係る契約から、当事業年

度末までの進捗部分について成果の確実性が認められ

るソフトウェア制作については工事進行基準（工事の

進捗率の見積りは原価比例法）を、その他のソフトウェ

ア制作については工事完成基準を適用しております。な

お、当事業年度末においては工事進行基準を適用してい

るソフトウェア制作がないため、これによる売上高、営

業利益、経常利益及び税引前当期純利益への影響はあり

ません。

 

　　　　　　　　　　―――――

　　　　　　　　　――――― （資産除去債務に関する会計基準等の適用）

　当事業年度より、「資産除去債務に関する会計基準」

（企業会計基準第18号 平成20年３月31日）及び「資産

除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基

準適用指針第21号 平成20年３月31日）を適用しており

ます。これにより、営業利益及び経常利益は、それぞれ

1,266千円減少し、税引前当期純利益は3,800千円減少し

ております。
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【注記事項】
　

(損益計算書関係)

　
前事業年度

(自　平成21年11月１日
至　平成22年10月31日)

当事業年度
(自　平成22年11月１日
至　平成23年10月31日)

※１　通常の販売目的で保有する棚卸資産の収益性の低

下による簿価切下額

　　　  売上原価　　　　　   　　　    244千円　

※１　通常の販売目的で保有する棚卸資産の収益性の低

下による簿価切下額

　　　  売上原価　　　　　   　　　    2,175千円　
※２　販売費及び一般管理費の主なもの

　 (千円)

広告宣伝費 70,514

給与手当及び賞与 211,895

役員報酬 88,365

法定福利費 30,972

賃借料 94,195

研究開発費 32,442

減価償却費 13,404

貸倒引当金繰入額 18,714

退職給付費用 5,827

支払手数料 104,830

 

※２　販売費及び一般管理費の主なもの

　 (千円)

広告宣伝費 57,273

給与手当及び賞与 226,669

役員報酬 88,317

法定福利費 35,200

賃借料 76,972

研究開発費 12,170

減価償却費 12,145

貸倒引当金繰入額 3,758

退職給付費用 6,394

支払手数料 73,201

 
おおよその割合 (％)

　販売費 10.1

　一般管理費 89.9

おおよその割合 (％)

　販売費 9.8

　一般管理費 90.2

※３　研究開発費の総額

　一般管理費に含まれる研究開発費は、　　　　　　32,442

千円であります。

　

※３　研究開発費の総額

　一般管理費に含まれる研究開発費は、　　　　　12,170

千円であります。
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(株主資本等変動計算書関係)

前事業年度(自　平成21年11月１日　至　平成22年10月31日）

１．発行済株式に関する事項

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) 30,240 371 ─ 30,611
　

（変動事由の概要）

増加数の主な内訳は、次の通りであります。

　ストック・オプションの行使による増加　　 　   371株

　
　

２．新株予約権等に関する事項

内訳
目的となる
株式の種類

目的となる株式の数(株） 当事業
年度末残高
（千円）

前事業
年度末

増加 減少
当事業
年度末

ストック・オプション
としての新株予約権

─ ― ─ ─ ─ 17,016

合計 ― ― ─ ─ ─ 17,016

　

　３．配当に関する事項

　 （1）配当金支払額
　

　

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)

１株当たり配当額

(円)
基準日 効力発生日

平成22年１月28日

定時株主総会

普通株式 27,216 900平成21年10月31日 平成22年１月29日

　

　

　 （2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額

（千円）

１株当たり配当

額（円）
基準日 効力発生日

平成23年１月28日

定時株主総会
普通株式 利益剰余金 30,611 1,000

平成22年

10月31日

平成23年

１月31日
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当事業年度(自　平成22年11月１日　至　平成23年10月31日）

１．発行済株式に関する事項

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) 30,611 3,222 ― 33,833
　

（変動事由の概要）

増加数の主な内訳は、次の通りであります。

　有償一般募集による増加　　 　      　　2,500株

　有償第三者割当（オーバーアロットメントによる売出し）による増加　

　　　　　　　　　　　　　　　 　      　　500株

　ストック・オプションの行使による増加　　 222株

　
　
　

２．新株予約権等に関する事項

内訳
目的となる
株式の種類

目的となる株式の数(株） 当事業
年度末残高
（千円）

前事業
年度末

増加 減少
当事業
年度末

ストック・オプション
としての新株予約権

― ― ― ― ― 21,199

合計 ― ― ― ― ― 21,199

　

　３．配当に関する事項

　 （1）配当金支払額
　

　

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)

１株当たり配当額

(円)
基準日 効力発生日

平成23年１月28日

定時株主総会

普通株式 30,611 1,000平成22年10月31日 平成23年１月31日

　

　

　 （2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額

（千円）

１株当たり配当

額（円）
基準日 効力発生日

平成24年１月26日

定時株主総会
普通株式 利益剰余金 33,833 1,000

平成23年

10月31日

平成24年

１月 27日
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(キャッシュ・フロー計算書関係)

　
前事業年度

(自　平成21年11月１日
至　平成22年10月31日)

当事業年度
(自　平成22年11月１日
至　平成23年10月31日)

※　現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係

(平成22年10月31日現在)

　 (千円)

現金及び預金 570,749

預入期間３ヵ月超の定期預金 △53,989

現金及び現金同等物 516,760
 

※　現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係

(平成23年10月31日現在)

　 (千円)

現金及び預金 724,937

預入期間３ヵ月超の定期預金 △57,613

現金及び現金同等物 667,323
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(リース取引関係)

　
前事業年度

(自　平成21年11月１日
至　平成22年10月31日)

当事業年度
(自　平成22年11月１日
至　平成23年10月31日)

１　リース物件に関する会計基準適用初年度開始前の所

有権移転外ファイナンス・リース取引

　①　リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額

１　リース物件に関する会計基準適用初年度開始前の所

有権移転外ファイナンス・リース取引

　①　リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額

　
取得価額
相当額
(千円)

減価償却
累計額
相当額
(千円)

期末残高
相当額
(千円)

器具及び
備品

26,32614,75811,568

ソフト
ウエア

47,66929,19118,477

合計 73,99643,94930,046

　

　
取得価額
相当額
(千円)

減価償却
累計額
相当額
(千円)

期末残高
相当額
(千円)

器具及び
備品

25,33718,191 7,146

ソフト
ウエア

47,66938,725 8,943

合計 73,00656,91616,090

　

　②　未経過リース料期末残高相当額

　 (千円)

１年以内 14,350

１年超 17,391

合計 31,742

 

　②　未経過リース料期末残高相当額

　 (千円)

１年以内 12,933

１年超 4,457

合計 17,391

 
　③　支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当

額

　 (千円)

支払リース料 15,712

減価償却費相当額 14,222

支払利息相当額 1,496

 

　③　支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当

額

　 (千円)

支払リース料 15,199

減価償却費相当額 13,956

支払利息相当額 848

 
　④　減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法

　　　　減価償却費相当額の算定方法

　　　　　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零と

する定額法によっております。

　    　利息相当額の算定方法

　　      リース料総額とリース物件の取得価額相当額

の差額を利息相当額とし、各期への配分方法に

ついては、利息法によっております。

　④　減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法

　　　　減価償却費相当額の算定方法

　　　　　同左

 

　    　利息相当額の算定方法

　　      同左

２　オペレーティング・リース取引

　オペレーティング・リース取引のうち解約不能の

ものに係る未経過リース料

　 (千円)

１年以内 486

１年超 741

合計 1,227

２　オペレーティング・リース取引

　オペレーティング・リース取引のうち解約不能の

ものに係る未経過リース料

　 (千円)

１年以内 461

１年超 317

合計 778
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(金融商品関係)

前事業年度(自　平成21年11月１日　至　平成22年10月31日）

１.　金融商品の状況に関する事項

（1）金融商品に対する取組方針

　当社は、資金運用については短期的な預金等に限定し、資金調達については事業計画に照らし、必要に応じ

短期資金及び長期資金を調達しております。また、デリバティブを含む投機的な取引は行わない方針であり

ます。

（2）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

　営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されています。当該リスクに関しては信用調査機関の情

報や開示資料をもとに与信管理規程に基づき、与信限度額の設定をしております。また定期的に期日管理及

び残高管理を行っており、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。投資有

価証券は、業務上の関係を有する会社の株式であり、非上場株式でありますので時価の把握は困難でありま

す。短期の営業債務である未払法人税等は１年以内の支払期日であります。

　

２． 金融商品の時価等に関する事項

平成22年10月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりでありま

す。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
　 貸借対照表計上額（千円） 時価（千円） 差額（千円）

(1)現金及び預金 570,749 570,749 ―

(2)売掛金 694,085　 　

　　 貸倒引当金 △ 22,995　 　

　 671,089 671,089 ―

(3)未払法人税等 135,738 135,738 ―

　

(注)１．金融商品の時価の算定方法に関する事項

資産

(1)現金及び預金、(2)売掛金

　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま

す。

負債

(3)未払法人税等

　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま

す。

　

(注)２．時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

区分 貸借対照表計上額（千円）

非上場株式 187,072

　

(注)３．金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

　 1年以内（千円） 1年超（千円）

現金及び預金 570,278 ―

売掛金 694,085 ―

合計 1,264,364 ―
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　（追加情報）

　当事業年度より、「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号 平成20年３月10日）及び「金融商

品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号 平成20年３月10日）を適用しており

ます。

　

当事業年度(自　平成22年11月１日　至　平成23年10月31日）

１.　金融商品の状況に関する事項

（1）金融商品に対する取組方針

　当社は、資金運用については短期的な預金等に限定し、資金調達については事業計画に照らし、必要に応じ

短期資金及び長期資金を調達しております。また、デリバティブを含む投機的な取引は行わない方針であり

ます。

（2）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

　営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されています。当該リスクに関しては信用調査機関の情

報や開示資料をもとに与信管理規程に基づき、与信限度額の設定をしております。また定期的に期日管理及

び残高管理を行っており、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。投資有

価証券は、業務上の関係を有する会社の株式であり、非上場株式でありますので時価の把握は困難でありま

す。長期借入金は、主に事業を行うために必要な資金の調達を目的としたものであります。借入金は、金利の

変動リスクに晒されていますが、月次に資金繰計画を作成する等の方法により管理しております。

　

２． 金融商品の時価等に関する事項

平成23年10月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりでありま

す。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
　 貸借対照表計上額（千円） 時価（千円） 差額（千円）

(1)現金及び預金 724,937 724,937 ―

(2)売掛金 828,346　 　

　　 貸倒引当金 △16,875　 　

　 811,471 811,471 ―

　　　資　産　計 1,536,409 1,536,409 ―

(1)長期借入金 328,074 328,074 ―

　　　負　債　計 328,074 328,074 ―

　

(注)１．金融商品の時価の算定方法に関する事項

資産

(1)現金及び預金、(2)売掛金

　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま

す。

負債

(1)長期借入金

　長期借入金の時価については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引

いて算定しております。
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(注)２．時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

区分 貸借対照表計上額（千円）

非上場株式 173,503

　

(注)３．金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

　 １年以内（千円） １年超（千円）

現金及び預金 723,359 ―

売掛金 828,346 ―

合計 1,551,706 ―

　

(注)４．長期借入金の決算日後の返済予定額

　 １年以内（千円）
１年超２年以内
（千円）

２年超３年以内
（千円）

３年超４年以内
（千円）

４年超５年以内
（千円）

長期借入金 86,472 86,472 86,472 63,516 5,142

合計 86,472 86,472 86,472 63,516 5,142
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(有価証券関係)

前事業年度(平成22年10月31日)

１　子会社及び関連会社株式

　関連会社株式（貸借対照表計上額75,772千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困

難と認められることから、記載しておりません。

　

２　その他有価証券

　その他有価証券は、すべて市場価格がなく時価を把握することが極めて困難と認められる非上場株

式（貸借対照表計上額111,300千円）であります。

　

３ 減損処理を行った有価証券

　当事業年度において、その他有価証券の非上場株式について9,081千円の減損処理を行っておりま

す。

　

当事業年度(平成23年10月31日)

１　子会社及び関連会社株式

　関連会社株式（貸借対照表計上額89,772千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困

難と認められることから、記載しておりません。

　

２　その他有価証券

　その他有価証券は、すべて市場価格がなく時価を把握することが極めて困難と認められる非上場株

式（貸借対照表計上額83,731千円）であります。

　

３ 減損処理を行った有価証券

　当事業年度において、その他有価証券の非上場株式について33,129千円の減損処理を行っておりま

す。

　

(デリバティブ取引関係)

　　前事業年度（自　平成21年11月１日　至　平成22年10月31日）

　　　当社はデリバティブ取引を利用していないため、該当事項はありません。

　

　　当事業年度（自　平成22年11月１日　至　平成23年10月31日）

　　　当社はデリバティブ取引を利用していないため、該当事項はありません。
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(退職給付関係)

　
前事業年度

(自　平成21年11月１日
至　平成22年10月31日)

当事業年度
(自　平成22年11月１日
至　平成23年10月31日)

１　採用している退職給付制度の概要

　　当社は確定給付型の制度として退職金規程に基づく退

職一時金制度を採用しております。

 

１　採用している退職給付制度の概要

　　　同左

２　退職給付債務に関する事項

　 (千円)

退職給付債務 52,838

退職給付引当金 52,838

(注)　当社は退職給付債務の算定にあたり、簡便法を

採用しております。

 

２　退職給付債務に関する事項

　 (千円)

退職給付債務 63,318

退職給付引当金 63,318

(注)　当社は退職給付債務の算定にあたり、簡便法を

採用しております。

 
３　退職給付費用に関する事項

　 (千円)

勤務費用 14,680

退職給付費用 14,680

(注)　当社は簡便法を採用しているため、退職給付費

用はすべて勤務費用としております。

 

３　退職給付費用に関する事項

　 (千円)

勤務費用 17,992

退職給付費用 17,992

(注)　当社は簡便法を採用しているため、退職給付費

用はすべて勤務費用としております。

 
４　退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

　　当社は簡便法の退職給付に係る期末自己都合要支給額

を退職給付債務とする方法を採用しているため、基礎

率等について記載しておりません。

 

４　退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

　　　同左
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(ストック・オプション等関係)

前事業年度(自　平成21年11月１日　至　平成22年10月31日)

　

１．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

(1) ストック・オプションの内容
　

　 平成12年ストック・オプション 平成13年ストック・オプション

付与対象者の区分及び人数 当社取締役10名
当社取締役４名
当社従業員18名

ストック・オプションの付与数 普通株式　120株　(注)１ 普通株式　546株　(注)１

付与日 平成12年９月25日 平成13年８月27日

権利確定条件 (注)２ (注)２

対象勤務期間 (注)６ (注)６

権利行使期間
平成14年10月１日
～平成22年９月19日

平成15年９月１日
～平成23年８月21日

　
　 平成14年ストック・オプション 平成16年ストック・オプション①

付与対象者の区分及び人数
当社取締役４名
当社従業員14名

当社取締役５名
当社監査役１名
当社従業員35名

ストック・オプションの付与数 普通株式　402株　(注)１ 普通株式　567株　(注)１

付与日 平成14年１月31日 平成16年８月３日

権利確定条件 (注)２ (注)３

対象勤務期間 (注)６ (注)６

権利行使期間
平成16年２月１日
～平成24年１月29日

平成18年２月１日
～平成26年１月27日

　
　 平成16年ストック・オプション② 平成17年ストック・オプション

付与対象者の区分及び人数 社外協力者１名
当社取締役５名
当社監査役１名
当社従業員13名

ストック・オプションの付与数 普通株式　15株　(注)１ 普通株式　1,800株　(注)１

付与日 平成16年８月３日 平成17年10月28日

権利確定条件 (注)４ (注)５

対象勤務期間 ― (注)６

権利行使期間
平成18年２月１日
～平成26年１月27日

平成19年３月１日
～平成27年２月15日

　
　 平成18年ストック・オプション 平成19年ストック・オプション

付与対象者の区分及び人数
当社取締役５名
当社監査役２名
当社従業員39名

当社取締役１名
当社監査役２名
当社従業員65名

ストック・オプションの付与数 　普通株式　900株　(注)１ 普通株式　200株　

付与日 平成18年７月28日 平成19年11月26日

権利確定条件 (注)５ (注)５

対象勤務期間 (注)６
平成19年11月26日 
～平成21年11月25日

権利行使期間
平成20年２月１日
～平成28年１月24日

平成21年11月26日
～平成28年11月25日
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(注) １　株式数に換算して記載しております。なお、株式数につきましては、平成18年９月５日付けで１株を３株とする

株式分割を行っておりますが、当該株式分割による調整後の株式数を記載しております。

２　権利を付与された者が、当社の役員または従業員たる地位を失った場合、これを行使することはできない。

３　新株予約権の割当を受けた者が当社取締役、監査役または従業員の場合は、権利行使時において、当社の取締

役、監査役または従業員たる地位を保有していることとする。

４　新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において、当社と協力関係にあることを要する。

５　新株予約権の割当を受けた者が当社取締役、監査役または従業員の場合は、権利行使時において、当社の取締

役、監査役または従業員たる地位を保有していることとする。ただし、取締役会で認めた場合はこの限りでは

ない。

６　対象勤務期間の定めはありません。　　　

　

(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況

①　ストック・オプションの数

　 平成12年ストック・オプション 平成13年ストック・オプション

権利確定前 　 　

　前事業年度末(株) ― ―

　付与(株) ― ―

　失効(株) ― ―

　権利確定(株) ― ―

　未確定残(株) ― ―

権利確定後 　 　

　前事業年度末(株) 18 36

　権利確定(株) ― ―

　権利行使(株) 18 ―

　失効(株) ― ―

　未行使残(株) ― 36

　
　 平成14年ストック・オプション 平成16年ストック・オプション①

権利確定前 　 　

　前事業年度末(株) ― ―

　付与(株) ― ―

　失効(株) ― ―

　権利確定(株) ― ―

　未確定残(株) ― ―

権利確定後 　 　

　前事業年度末(株) 60 354

　権利確定(株) ― ―

　権利行使(株) 3 45

　失効(株) ― 12

　未行使残(株) 57 297
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　 平成16年ストック・オプション② 平成17年ストック・オプション

権利確定前 　 　

　前事業年度末(株) ― ―

　付与(株) ― ―

　失効(株) ― ―

　権利確定(株) ― ―

　未確定残(株) ― ―

権利確定後 　 　

　前事業年度末(株) 15 1,068

　権利確定(株) ― ―

　権利行使(株) ― 255

　失効(株) ― ―

　未行使残(株) 15 813

　
　 平成18年ストック・オプション 平成19年ストック・オプション

権利確定前 　 　

　前事業年度末(株) ― 172

　付与(株) ― ―

　失効(株) ― ―

　権利確定(株) ― 172

　未確定残(株) ― ―

権利確定後 　 　

　前事業年度末(株) 702 ―

　権利確定(株) ― 172

　権利行使(株) 45 5

　失効(株) 3 7

　未行使残(株) 654 160

(注)　ストック・オプションの数は、株式数に換算して記載しております。なお、株式数につきましては、平成18年９月５

日付けで１株を３株とする株式分割を行っておりますが、当該株式分割による調整後の株式数を記載しておりま

す。

　

②　単価情報

　 平成12年ストック・オプション 平成13年ストック・オプション

権利行使価格(円) 22,223 53,334

行使時平均株価(円) 129,167 ―

付与日における公正な
評価単価（円）

― ―

　
　 平成14年ストック・オプション 平成16年ストック・オプション①

権利行使価格(円) 53,334 53,334

行使時平均株価(円) 140,000 160,633

付与日における公正な
評価単価（円）

― ―

　
　 平成16年ストック・オプション② 平成17年ストック・オプション

権利行使価格(円) 53,334 53,334

行使時平均株価(円) ― 102,694

付与日における公正な
評価単価（円）

― ―

　
　
　 平成18年ストック・オプション 平成19年ストック・オプション

権利行使価格(円) 80,000 139,555
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行使時平均株価(円) 173,633 153,800

付与日における公正な
評価単価（円）

― 101,893

(注)　権利行使価格については、平成18年９月５日付けで１株を３株とする株式分割を行っており、当該株式分割による

調整後の権利行使価格を記載しております。

　

２．ストック・オプションの権利確定数の見積方法

基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を

採用しております。
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当事業年度(自　平成22年11月１日　至　平成23年10月31日)

　

　 １．ストック・オプションに係る当該事業年度における費用計上額及び科目名

　　 売上原価の株式報酬費用　　　　　　　4,588千円

　　 販売費及び一般管理費の株式報酬費用　2,345千円

　
 ２．権利不行使による失効により利益として計上した金額

　　 新株予約権戻入益　　　　2,751千円

　
３．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

(1) ストック・オプションの内容
　

　 平成13年ストック・オプション 平成14年ストック・オプション

付与対象者の区分及び人数
当社取締役４名
当社従業員18名

当社取締役４名
当社従業員14名

ストック・オプションの付与数 普通株式　546株　(注)１ 普通株式　402株　(注)１

付与日 平成13年８月27日 平成14年１月31日

権利確定条件 (注)２ (注)２

対象勤務期間 (注)６ (注)６

権利行使期間
平成15年９月１日
～平成23年８月21日

平成16年２月１日
～平成24年１月29日

　
　 平成16年ストック・オプション① 平成16年ストック・オプション②

付与対象者の区分及び人数
当社取締役５名
当社監査役１名
当社従業員35名

社外協力者１名

ストック・オプションの付与数 普通株式　567株　(注)１ 普通株式　15株　(注)１

付与日 平成16年８月３日 平成16年８月３日

権利確定条件 (注)３ (注)４

対象勤務期間 (注)６ ―

権利行使期間
平成18年２月１日
～平成26年１月27日

平成18年２月１日
～平成26年１月27日

　
　 平成17年ストック・オプション 平成18年ストック・オプション

付与対象者の区分及び人数
当社取締役５名
当社監査役１名
当社従業員13名

当社取締役５名
当社監査役２名
当社従業員39名

ストック・オプションの付与数 普通株式　1,800株　(注)１ 　普通株式　900株　(注)１

付与日 平成17年10月28日 平成18年７月28日

権利確定条件 (注)５ (注)５

対象勤務期間 (注)６ (注)６

権利行使期間
平成19年３月１日
～平成27年２月15日

平成20年２月１日
～平成28年１月24日
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　 平成19年ストック・オプション 平成22年ストック・オプション

付与対象者の区分及び人数
当社取締役１名
当社監査役２名
当社従業員65名

当社取締役４名
当社従業員76名

ストック・オプションの付与数 普通株式　200株 普通株式　200株　

付与日 平成19年11月26日 平成22年11月12日

権利確定条件 (注)５ (注)５

対象勤務期間
平成19年11月26日 
～平成21年11月25日

平成22年11月14日 
～平成24年11月14日

権利行使期間
平成21年11月26日
～平成28年11月25日

平成24年11月15日
～平成31年10月31日

　 (注) １　株式数に換算して記載しております。なお、株式数につきましては、平成18年９月５日付けで１株を３株とする

株式分割を行っておりますが、当該株式分割による調整後の株式数を記載しております。

２　権利を付与された者が、当社の役員または従業員たる地位を失った場合、これを行使することはできない。

３　新株予約権の割当を受けた者が当社取締役、監査役または従業員の場合は、権利行使時において、当社の取締

役、監査役または従業員たる地位を保有していることとする。

４　新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において、当社と協力関係にあることを要する。

５　新株予約権の割当を受けた者が当社取締役、監査役または従業員の場合は、権利行使時において、当社の取締

役、監査役または従業員たる地位を保有していることとする。ただし、取締役会で認めた場合はこの限りでは

ない。

６　対象勤務期間の定めはありません。　　　
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(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況

①　ストック・オプションの数

　 平成13年ストック・オプション 平成14年ストック・オプション

権利確定前 　 　

　前事業年度末(株) ― ―

　付与(株) ― ―

　失効(株) ― ―

　権利確定(株) ― ―

　未確定残(株) ― ―

権利確定後 　 　

　前事業年度末(株) 36 57

　権利確定(株) ― ―

　権利行使(株) 33 24

　失効(株) 3 ―

　未行使残(株) ― 33

　
　 平成16年ストック・オプション① 平成16年ストック・オプション②

権利確定前 　 　

　前事業年度末(株) ― ―

　付与(株) ― ―

　失効(株) ― ―

　権利確定(株) ― ―

　未確定残(株) ― ―

権利確定後 　 　

　前事業年度末(株) 297 15

　権利確定(株) ― ―

　権利行使(株) 27 ―

　失効(株) ― ―

　未行使残(株) 270 15
　

　
　 平成17年ストック・オプション 平成18年ストック・オプション

権利確定前 　 　

　前事業年度末(株) ― ―

　付与(株) ― ―

　失効(株) ― ―

　権利確定(株) ― ―

　未確定残(株) ― ―

権利確定後 　 　

　前事業年度末(株) 813 654

　権利確定(株) ― ―

　権利行使(株) 135 3

　失効(株) ― 3

　未行使残(株) 678 648
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　 平成19年ストック・オプション 平成22年ストック・オプション

権利確定前 　 　

　前事業年度末(株) ― ―

　付与(株) ― 200

　失効(株) ― 12

　権利確定(株) ― ―

　未確定残(株) ― 188

権利確定後 　 　

　前事業年度末(株) 160 ―

　権利確定(株) ― ―

　権利行使(株) ― ―

　失効(株) 20 ―

　未行使残(株) 140 ―

(注)　ストック・オプションの数は、株式数に換算して記載しております。なお、株式数につきましては、平成18年９月５

日付けで１株を３株とする株式分割を行っておりますが、当該株式分割による調整後の株式数を記載しておりま

す。

　

②　単価情報

　 平成13年ストック・オプション 平成14年ストック・オプション

権利行使価格(円) 53,334 53,334

行使時平均株価(円) 83,864 86,000

付与日における公正な
評価単価（円）

― ―

　
　 平成16年ストック・オプション① 平成16年ストック・オプション②

権利行使価格(円) 53,334 53,334

行使時平均株価(円) 82,833 ―

付与日における公正な
評価単価（円）

― ―

　
　 平成17年ストック・オプション 平成18年ストック・オプション

権利行使価格(円) 53,334 80,000

行使時平均株価(円) 60,200 93,500

付与日における公正な
評価単価（円）

― ―

　
　
　 平成19年ストック・オプション 平成22年ストック・オプション

権利行使価格(円) 139,555 119,000

行使時平均株価(円) ― ―

付与日における公正な
評価単価（円）

101,893 72,577

(注)　権利行使価格については、平成18年９月５日付けで１株を３株とする株式分割を行っており、当該株式分割による

調整後の権利行使価格を記載しております。

　

４．ストック・オプションの権利確定数の見積方法

基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を

採用しております。
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(税効果会計関係)

　
前事業年度

(平成22年10月31日)
当事業年度

(平成23年10月31日)

１　繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳

流動資産 　
　繰延税金資産 （千円）

　　未払費用 23,204

　　未払事業税 18,542

　　未払事業所税 1,432

　　貸倒引当金 8,299

　　返品調整引当金 1,528

　繰延税金資産合計 53,008

　 　
　 　
固定資産 　
　繰延税金資産 （千円）

　　退職給付引当金 21,499

　　ソフトウエア償却費 56

   減価償却費 3,163

　　その他有価証券評価差額金 971

　繰延税金資産小計 25,690

　　評価性引当額 △971

　繰延税金資産合計 24,719

 

１　繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳

流動資産 　
　繰延税金資産 （千円）

　　未払費用 27,707

　　未払事業税 7,590

　　未払事業所税 1,486

　　貸倒引当金 5,789

　　返品調整引当金 2,629

　　その他 2,297

　繰延税金資産合計 47,501

　 　
固定資産 　
　繰延税金資産 （千円）

　　退職給付引当金 25,764

   減価償却費 8,468

　　その他有価証券評価差額金 1,028

　繰延税金資産小計 35,260

　　評価性引当額 △1,028

　繰延税金資産合計 34,232

 

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳

 
　 (％)

法定実効税率 40.7

（調整） 　
　交際費等永久に損金に算入されない項目 0.8

　住民税均等割額等 0.4

　特別税額控除 △0.5

　その他 △1.0

　税効果会計適用後の法人税等の負担率 40.4

 

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳

 
　 (％)

法定実効税率 40.7

（調整） 　
　交際費等永久に損金に算入されない項目 2.3

　住民税均等割額等 0.6

　特別税額控除 △0.2

　その他 1.2

　税効果会計適用後の法人税等の負担率 44.6

 
　 ３　決算日後の法人税等の税率の変更

　　平成23年12月２日に「経済社会の構造の変化に対応し

た税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正す

る法律」（平成23年法律第114号）及び「東日本大震

災からの復興のための施策を実施するために必要な財

源の確保に関する特別措置法」（平成23年法律第117

号）が公布され、平成24年４月１日以降に開始する事

業年度から法人税率が変更されることとなりました。

これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に

使用する法定実効税率は従来の40.7％から38.0％に、

復興特別法人税適用期間終了後は、35.6％に変更とな

ります。なお、これによる影響は軽微であります。　
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（賃貸等不動産関係）

　該当事項はありません。

 

　

（企業結合等関係）

　該当事項はありません。

　

　

（持分法損益等）

　　前事業年度（自　平成21年11月１日　至　平成22年10月31日）

関連会社に対する投資の金額(千円) 75,772

持分法を適用した場合の投資の金額(千円) 12,908

持分法を適用した場合の投資損失の金額(千円) △6,546

　　　

　　当事業年度（自　平成22年11月１日　至　平成23年10月31日）

関連会社に対する投資の金額(千円) 89,772

持分法を適用した場合の投資の金額(千円) 17,310

持分法を適用した場合の投資損失の金額(千円) △9,598

　

（資産除去債務関係）

　  当事業年度末（平成23年10月31日）

　　　重要性が乏しいため注記を省略しております。

　
　
　
前へ
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

１  報告セグメントの概要

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が経営

資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。

　当社は事業別セグメントから構成されており、電子書籍サポート事業及びクリエイターサポート事業の２

つを報告セグメントとしております。

[各区分の主な製品、サービス]

　電子書籍サポート事業におきましては、携帯電話を始めとする各種プラットフォームへ、総合電子書籍

ビューア「BS Reader」を中心とした電子書籍配信ソリューションを提供いたしております。また、マンガ

等の出版物を携帯端末向けに加工するための統合制作ソフトウェア「BS BookStudio」の開発及び販売

（貸与）や、コンテンツ配信用のデータサーバー「ComicDC」の開発及び提供等も行っております。

　クリエイターサポート事業におきましては、アニメ制作支援ソフトウェア「RETAS STUDIO」、マンガ制作

ソフトウェア「ComicStudio」、イラスト制作ソフトウェア「IllustStudio」等の制作ソフトウェアの開発

・販売を行っております。また、インターネットを通じて、イラスト、マンガ、アニメ、小説を制作するクリエ

イターの創作活動をトータルに応援するサイト「CLIP」を運営しております。

　

２  報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法

報告されている事業セグメントの会計処理の方法は「重要な会計方針」における記載と概ね同一であり

ます。報告セグメントの利益は営業利益ベースの数値であります。
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３  報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報

前事業年度(自  平成21年11月１日  至  平成22年10月31日)

　 　 　 　 (単位：千円)

　

報告セグメント
調整額
（注）

財務諸表
計上額電子書籍

サポート事業
クリエイター
サポート事業

計

売上高 　 　 　 　 　

  外部顧客への売上高 2,200,084521,0352,721,120 ― 2,721,120

  セグメント間の内部
  売上高又は振替高

― ― ― ― ―

計 2,200,084521,0352,721,120 ― 2,721,120

セグメント利益又は損失
（△）

967,573△459,594 507,979 ― 507,979

セグメント資産 1,145,820981,4932,127,314570,7492,698,064

その他の項目 　 　 　 　 　

  減価償却費 169,275 163,720 332,995 ― 332,995

  有形固定資産及び
  無形固定資産の増加額

157,404 457,010 612,414 ― 615,318

　（注）調整額は以下のとおりであります。

　セグメント資産の調整額570,749千円は、各報告セグメントに配分していない全社資産に係るものであ

ります。

　

当該事業年度(自  平成22年11月１日  至  平成23年10月31日)

　 　 　 　 (単位：千円)

　

報告セグメント
調整額
（注）

財務諸表
計上額電子書籍

サポート事業
クリエイター
サポート事業

計

売上高 　 　 　 　 　

  外部顧客への売上高 2,091,145610,9472,702,092 ― 2,702,092

  セグメント間の内部
  売上高又は振替高

― ― ― ― ―

計 2,091,145610,9472,702,092 ― 2,702,092

セグメント利益又は損失
（△）

719,076△261,495 457,580 ― 457,580

セグメント資産 1,226,6031,448,1302,674,733724,9373,399,671

その他の項目 　 　 　 　 　

  減価償却費 197,823 258,933 456,756 ― 456,756

  有形固定資産及び
  無形固定資産の増加額

246,562 638,318 884,876 ― 888,100

　（注）調整額は以下のとおりであります。

　セグメント資産の調整額724,937千円は、各報告セグメントに配分していない全社資産に係るものであ

ります。
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【関連情報】

当該事業年度(自　平成22年11月１日　至　平成23年10月31日)

１  製品及びサービスごとの情報

　セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。

　

２  地域ごとの情報

(1) 売上高

　本邦の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しております。

　

(2) 有形固定資産

　本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を

省略しております。

　

３  主要な顧客ごとの情報

　 　 (単位：千円)

顧客の名称又は氏名 売上高 関連するセグメント名

ＫＤＤＩ株式会社 564,948電子書籍サポート事業

ＮＴＴソルマーレ株式会社 294,764電子書籍サポート事業

　

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

当該事業年度(自　平成22年11月１日　至　平成23年10月31日)

　　　該当事項はありません。

　

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

当該事業年度(自　平成22年11月１日　至　平成23年10月31日)

　　　該当事項はありません。

　

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

当該事業年度(自　平成22年11月１日　至　平成23年10月31日)

該当事項はありません。

 

　（追加情報）

　当事業年度より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成21年３月

27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号平

成20年３月21日）を適用しております。
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【関連当事者情報】

前事業年度(自　平成21年11月１日　至　平成22年10月31日)

１　関連当事者との取引

　

(1) 財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等

種類
会社等の
名称

所在地
資本金又
は出資金
（千円）

事業の内
容又は職
業

議決権等の所
有（被所有）
割合（％）

関連当事者
との関係内容 取引の

内容
取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）役員の

兼任等
事業上
の関係

関連会社
5digistar
株式会社

兵庫県
神戸市
中央区

258,880
ソフト
ウェア開
発

（所有）
直接13.7

兼任
１名

ソフト
ウェア開
発

ソフト

ウェア

開発の

外注

63,500─ ─

　

（注）１　上記金額には消費税等は含まれておりません。

　　　２　取引条件及び取引条件の決定方針等

ソフトウェア開発については、一般の取引慣行に基づき、他の外注先との取引価格を参考にして、

その都度交渉の上、決定しております。
　

　

(2) 財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る)等

　

種類
会社等の名称
又は氏名

所在地
資本金又
は出資金
(千円)

事業の内容
又は職業

議決権等
の所有
(被所有)
割合(％)

関連当事者
との関係

取引の内容
取引金額
(千円)

科目
期末残高
(千円)

役員 川上陽介 ― ― 当社取締役
（被所有）
直接14.1

―

ストック・
オプション
の 権 利 行
使※

11,840 ― ―

取引条件及び取引条件の決定方針等

※　平成17年ストック・オプションは行使条件に従い、決定しております。

　

２　親会社又は重要な関連会社に関する注記

(1) 親会社情報

　　　該当事項はありません。

　

(2) 重要な関連会社の要約財務情報

　該当事項はありません。
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当事業年度(自　平成22年11月１日　至　平成23年10月31日)

１　関連当事者との取引

　

(1) 財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等

　　　該当事項はありません。

　

(2) 財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る)等

　　　該当事項はありません。

　

２　親会社又は重要な関連会社に関する注記

(1) 親会社情報

　　　該当事項はありません。

　

(2) 重要な関連会社の要約財務情報

 当事業年度において、重要な関連会社は5digistar株式会社であり、その要約財務諸表は以下のとおりで

あります。

　 5digistar株式会社

流動資産合計 5,354千円

固定資産合計 55,351千円

　 　

流動負債合計 12,011千円

固定負債合計 ―　千円

　 　

純資産合計 48,694千円

　 　

売上高 71,551千円

税引前当期純損失（△） △44,527千円

当期純損失(△） △45,531千円
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(１株当たり情報)

　

項目
前事業年度

(自　平成21年11月１日
至　平成22年10月31日)

当事業年度
(自　平成22年11月１日
至　平成23年10月31日)

１株当たり純資産額 70,503円14銭 77,837円47銭

１株当たり当期純利益金額 9,740円13銭 7,059円28銭

潜在株式調整後

１株当たり当期純利益金額
9,344円79銭 6,903円92銭

(注)　算定上の基礎

１　１株当たり純資産額
　

項目
前事業年度

（平成22年10月31日)
当事業年度

（平成23年10月31日)

純資産の部の合計額(千円) 2,175,187 2,654,674

普通株式に係る期末の純資産額(千円) 2,158,171 2,654,674

差額の主な内訳（千円）

　新株予約権
17,016 21,199

1株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普

通株式数(株)
30,611 33,833

　

２　１株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益
　

項目
前事業年度

(自　平成21年11月１日
至　平成22年10月31日)

当事業年度
(自　平成22年11月１日
至　平成23年10月31日)

１株当たり当期純利益金額 　 　
　損益計算書上の当期純利益(千円) 295,388 228,064

　普通株式に係る当期純利益(千円) 295,388 228,064

　普通株主に帰属しない金額(千円) ─ ―

　普通株式の期中平均株式数(株) 30,327 32,307

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 　 　
　当期純利益調整額 ─ ―

　普通株式増加数（株） 1,283 727

　（うち新株予約権（株）） （1,283） （727）

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株

当たり当期純利益の算定に含まれなかった潜在株

式の概要

── ──
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(重要な後発事象)

前事業年度(自　平成21年11月１日　至　平成22年10月31日)

（ストック・オプションの付与）

　当社は、平成22年11月12日開催の取締役会決議に基づき、当社の取締役及び従業員に対して、会社法第

236条、第238条及び第239条の規定に基づきストック・オプションを付与いたしました。その主な内容は

次のとおりであります。　

（1）ストック・オプションの割当を受ける者及び割当てるストック・オプションの数　

　　当社の取締役４名に40個、当社の従業員76名に160個を割り当てる。

（2）ストック・オプションの目的となる株式の種類及び数　

　　当社普通株式200株

（3）ストック・オプションの発行価額　

　　無償で発行するものとする

（4）発行するストック・オプションの総数

　　200個（ストック・オプション１個につき普通株式１株）

（5）ストック・オプションの行使に際して出資される財産の価額　

　　ストック・オプション１個当たり 119,000円（１株当たり 119,000円）

（6）発行価額のうち資本へ組み入れる額

　　１株当たり 59,500円

（7）ストック・オプションの行使により普通株式を発行する場合における発行価額の総額

　　 23,800,000円

（8）ストック・オプションの行使期間

　　平成24年11月15日から平成31年10月31日までとする。

　
当事業年度(自　平成22年11月１日　至　平成23年10月31日)

（株式会社エイチアイとの経営統合について）

　当社と株式会社エイチアイ（以下、「エイチアイ」といいます。）は、平成24年４月２日（予定）（以

下、「効力発生日」といいます。）をもって、共同株式移転の方法により両社の完全親会社となるアート

スパークホールディングス株式会社（以下、「共同持株会社」といいます。）を設立すること（以下、

「本株式移転」といいます。）について合意に至り、平成23年11月25日に開催した両社の取締役会におい

て決議し、平成24年１月26日に開催した当社定時株主総会及び平成24年１月26日に開催したエイチアイ

臨時株主総会において承認されました。本株式移転に関する「株式移転計画書」を共同で作成し、両社間

で締結された「経営統合に関する契約書」（以下、「統合契約書」といいます。）の内容につきまして

は、下記のとおりでございます。

　当社及びエイチアイは、新たに設立する共同持株会社の株式について、株式会社東京証券取引所（以下、

「東京証券取引所」といいます。）に新規上場申請を行う予定です。また、当社及びエイチアイは本株式

移転により共同持株会社の完全子会社となりますので、本株式移転の効力発生日に先立ち、当社株式は東

京証券取引所を、エイチアイ株式は株式会社大阪証券取引所（以下、「大阪証券取引所」といいます。）

ＪＡＳＤＡＱ（スタンダード）をそれぞれ上場廃止となる予定です。

　
１．本株式移転による経営統合の背景及び目的

　国内の携帯端末周辺市場においては、スマートフォン、タブレット機器、超薄型軽量のノートＰＣ等の登

場とこれらの普及、及び高速で安価なインターネット回線やストレージサービスの伸長等により、多くの

人々が豊富なデジタルコンテンツを楽しむことが出来る環境が急速に整備されつつあります。また、ス

マートフォンの出荷台数及び市場シェアが急速に拡大していく中で、フィーチャーフォン（従来型の多

機能携帯端末）の出荷量は減少が続き、今後の携帯端末市場の中心はスマートフォンへと移行していく

ことが予想されております。　

　両社は、これまでフィーチャーフォンの領域を事業基盤とし、当社はアプリケーションレイヤーで、エイ

チアイはミドルウェアレイヤーで、デファクトスタンダードを勝ち取ってきており、それぞれの市場領域

において揺ぎ無いビジネスポジションを築いてまいりました。しかしながら、上記の事業環境の変化の

中、両社はそれぞれの事業モデルが転換期にさしかかってきており、かかる変化を新たな成長機会として
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捉えて企業価値を継続的に向上させるためには、相互にシナジーのある技術力とビジネスポジションを

持つ両社が経営統合し、共通の理念と戦略の下に、経営資源を結集して変化に適応できる事業総合力を獲

得することが最良であるとの結論に至りました。　

　本株式移転による経営統合により、共同持株会社は、経営資源である人材、資金、知的財産、情報を横断的

に有効活用することによって、既存事業領域における拡張と新規事業の創出を進めてまいります。より具

体的には、グラフィックスという共通のコア技術に基づく研究開発型企業である両社が、研究開発の共同

化、要素技術の相互利用等により、当社の強みである二次元グラフィックスにおけるアプリケーション技

術とエイチアイの強みである三次元グラフィックスにおけるミドルウェア技術、デザイン力等を融合し、

製品群を多様化するとともに、従来の両社のビジネスモデルの枠を超えた、新たな事業領域の創出を行

い、今後益々隆盛するリッチグラフィックコンテンツ、ユーザーインターフェースの制作から流通に関わ

るソリューションの開発と提供に邁進してまいります。そして、中長期的には、デジタルコンテンツの活

用シーンが拡大する局面において多様な製品、サービス、アプリケーションを集積し、新たなビジネスモ

デルを構築することでグループの企業価値の最大化を目指してまいります。　

　
２．本株式移転の要旨

（１）本株式移転の日程　

定時株主総会基準日（当社） 平成23年10月31日

株式移転計画承認取締役会（両社） 平成23年11月25日

株式移転計画作成及び統合契約書締結（両社） 平成23年11月25日

監理銘柄（確認中）指定日（エイチアイ）　 平成23年11月25日

臨時株主総会基準日設定公告（エイチアイ） 平成23年12月５日

臨時株主総会基準日（エイチアイ） 平成23年12月20日

株式移転計画承認定時株主総会（当社） 平成24年１月26日

株式移転計画承認臨時株主総会（エイチアイ） 平成24年１月26日

整理銘柄指定日（エイチアイ） 平成24年１月26日

東京証券取引所上場廃止日（当社） 平成24年３月28日(予定)

大阪証券取引所ＪＡＳＤＡＱ（スタンダード）上場廃止日（エイチアイ） 平成24年３月28日(予定)

共同持株会社設立登記日（本株式移転効力発生日） 平成24年４月２日(予定)

共同持株会社上場日　 平成24年４月２日(予定)

　ただし、今後手続きを進める中で、やむを得ない状況等が生じた場合には、両社協議の上、日程を変更す

る場合があります。

（２）本株式移転の方法　

　平成23年11月25日に当社及びエイチアイが作成した株式移転計画に基づき、株式移転設立完全親会社で

ある共同持株会社の成立の日である平成24年４月２日をもって、共同持株会社は当社及びエイチアイの

発行済株式の全部を取得し、その株式に代わる共同持株会社の新株式を当社及びエイチアイの株主に対

して割り当てます。これにより、当社及びエイチアイは、共同持株会社の完全子会社となります。ただし、

本株式移転の手続き進行上の必要性その他の事由により必要な場合は、両社協議の上、日程を変更する場

合があります。　

（３）本株式移転に係る割当ての内容　

会社名 当社 エイチアイ

株式移転比率 １ １．０５

（注１）株式の割当比率

　当社の株式１株に対して共同持株会社の株式100株を、エイチアイの株式１株に対して共同持株会社の株式105株
をそれぞれ割当て交付します。ただし、上記株式移転比率は、算定の基礎となる諸条件に重大な変更が生じた場合
は、両社協議の上、変更することがあります。なお、共同持株会社は、100株を１単元とする単元株制度の採用を予定
しております。

（注２）共同持株会社が本株式移転により交付する新株式数（予定）　

　普通株式　6,635,570株
　上記は、当社の発行済株式総数33,833株（平成23年10月31日時点）及びエイチアイの発行済株式総数30,974株
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（平成23年９月30日時点）を前提として算出しております。なお、両社は、効力発生日の前日までに、それぞれが保
有する自己株式のうち、実務上可能な範囲の株式を消却することを予定しているため、共同持株会社が交付する新
株式数は変動することがあります。また、効力発生日の直前までに当社又はエイチアイの新株予約権等の行使等が
なされた場合は、各社の発行済株式総数が変化するため、共同持株会社が交付する新株式数が変動することがあり
ます。

　
３．本株式移転により新たに設立する会社の状況

（1）商号 　アートスパークホールディングス株式会社

（2）事業内容
　クリエイターサポート事業、電子書籍サポート事業、ミドルウェアの企画・開発・ライセン
ス販売・サポート、コンテンツ及びサービスの企画・制作・運用等を行う会社の経営管理及
びそれに付帯又は関連する事業等

（3）本店所在地 　東京都新宿区西新宿四丁目15番７号

（4）代表者及び役員の就
任予定

　代表取締役会長　川端　一生　（現 エイチアイ代表取締役社長）

　 　代表取締役社長　村上　匡人　（現 当社取締役）

　 　取締役　　　　　川上　陽介　（現 当社取締役）

　 　取締役　　　　　伊藤　賢　　（現 当社取締役）

　 　取締役　　　　　青山　智信　（現 エイチアイ取締役）

　 　取締役　　　　　星　和彦　　（現 エイチアイ取締役）

　 　監査役（常勤）　渡辺　優　　（現 当社監査役（常勤））

　 　監査役　　　　　大澤　孝　　（現 エイチアイ監査役（常勤））

　 　監査役　　　　　小高　正裕　（現 当社監査役）

（5）資本金 　10億円

（6）純資産（連結） 　未定

（7）総資産（連結） 　未定

（8）事業年度の末日 　12月31日

（9）会計処理の概要

　本株式移転に伴う会計処理は、企業結合会計基準における「取得」に該当し、パーチェス法
を適用することが見込まれており、共同持株会社の連結決算において負ののれんが発生する
見込みですが、現時点では金額を見積もることができないため、金額につきましては確定次第
お知らせいたします。
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⑤ 【附属明細表】

【有価証券明細表】

【株式】

銘柄
株式数
(株)

貸借対照表計上額
(千円)

投資
有価証券

その他
有価証券

ミルモ株式会社 741 20,007

株式会社リブリカ 120 18,000

株式会社マスターピース 1,520 15,200

株式会社モバイルブック・ジェーピー 83 9,960

NEXCUBE Inc. 32,000 7,070

デジタルカタパルト株式会社 800 6,870

その他（２銘柄） 7,100 6,623

計 42,364 83,731

　

【有形固定資産等明細表】

　

資産の種類
前期末残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高
(千円)

有形固定資産 　 　 　 　 　 　 　
　建物 54,8375,319 ― 60,156 27,3056,85432,851

　工具、器具及び備品 177,89115,376 ― 193,267169,50720,32923,759

有形固定資産計 232,72820,695 ― 253,424196,81227,18456,611

無形固定資産 　 　 　 　 　 　 　
　特許権 12,8772,470 ― 15,347 5,432 1,680 9,915

　商標権 9,175 2,552 ― 11,727 3,678 1,100 8,049

　ソフトウエア 1,321,443862,383234,6821,949,143674,510429,5721,274,632

　ソフトウエア仮勘定 3,096733,911736,336 672 ― ― 672

　その他 8,970 4,895 6,024 7,841 ― ― 7,841

無形固定資産計 1,355,5641,606,212977,0431,984,733683,622432,3531,301,111

(注)　１. 当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

　 　 （千円）

建物 パーテーション工事 4,025

工具、器具及び備品 パソコン・サーバー 12,661

ソフトウエア ソフトウエア仮勘定からの振替 736,336

ソフトウエア仮勘定 販売用ソフトウエアのバージョンアップ 158,222

ソフトウエア仮勘定 自社利用ソフトウエアの開発 575,016

　

　　 ２. 当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。

　 　 （千円）

ソフトウエア 当事業年度に償却の終了したソフトウェア 234,682
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【社債明細表】

該当事項はありません。

　

【借入金等明細表】

　

区分
前期末残高
(千円)

当期末残高額
(千円)

平均利率
(％)

返済期限

一年以内に返済予定の長期借入金 ― 86,472 0.6 ―

長期借入金（一年以内に返済予定のも

のを除く）
― 241,602 0.6

平成26年11月～

平成27年11月

合計 ― 328,074 ― ―

(注) １　平均利率については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

２　長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く）の貸借対照表日後５年以内における返済予定額は

　次のとおりであります。

　区分
１年超２年以内
（千円）

２年超３年以内
（千円）

３年超４年以内
（千円）

４年超５年以内
（千円）

長期借入金 86,472 86,472 63,516 5,142

　
【引当金明細表】

　

区分
前期末残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金 22,995 16,875 9,878 13,116 16,875

返品調整引当金 3,756 6,462 ― 3,756 6,462

(注) １　貸倒引当金の当期減少額(その他)は、洗替額であります。

２　返品調整引当金の当期減少額(その他)は、洗替額であります。

　

【資産除去債務明細表】

　　   該当事項はありません。
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(2) 【主な資産及び負債の内容】

①　資産の部

ａ　現金及び預金

　

区分 金額(千円)

現金 1,577

預金 　
　当座預金 7,135

　普通預金 658,610

　定期預金 57,613

預金計 723,359

合計 724,937

　

ｂ　受取手形

イ　相手先別内訳

　　　　　　該当事項はありません。

　

ロ　期日別内訳

　　　　　　該当事項はありません。
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ｃ　売掛金

イ　相手先別内訳

　

相手先 金額(千円)

KDDI株式会社 127,123

株式会社メディア・ドゥ 103,443

NTTソルマーレ株式会社 77,935

愛知情報システム株式会社 75,863

ソフトバンクBB株式会社 56,731

その他 387,249

合計 828,346

　

ロ　売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

　

期首残高(千円)
 
(Ａ)

当期発生高(千円)
 
(Ｂ)

当期回収高(千円)
 
(Ｃ)

当期末残高(千円)
 
(Ｄ)

回収率(％)
 

(Ｃ)
×100

(Ａ)＋(Ｂ)

滞留期間(日)
　 (Ａ)＋(Ｄ)　
　 ２ 　
　 (Ｂ) 　
　 365 　

694,085 2,835,5252,701,264 828,346 76.5 98.0

(注)　消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。

　

ｄ　製品

　

区分 金額(千円)

パッケージソフトウェア 20,943

合計 20,943

　

ｅ　原材料

　

区分 金額(千円)

パッケージソフトウェア用の資材 36,667

合計 36,667

　

ｆ　貯蔵品

　

区分 金額(千円)

レンタル用消耗品 28,750

合計 28,750
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ｇ　敷金及び保証金

　

区分 金額(千円)

事務所敷金 119,270

その他 280

合計 119,550

　

　

②　負債の部

ａ　買掛金

　

相手先 金額(千円)

プライムワークス株式会社 39,845

株式会社ボイジャー 25,007

東京電化株式会社 9,597

グルーヴ・ギア株式会社 8,000

株式会社廣済堂 2,480

その他 36,636

合計 121,566

　

ｂ　未払法人税等

　

区分 金額(千円)

未払法人税 55,415

未払住民税 12,554

未払事業税 18,653

合計 86,624
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(3) 【その他】

　

当事業年度における各四半期会計期間に係る売上高等

　

項目

　

第１四半期
自平成22年11月１日
至平成23年１月31日
　

第２四半期
自平成23年２月１日
至平成23年４月30日

第３四半期
自平成23年５月１日
至平成23年７月31日

　
第４四半期

自平成23年８月１日 
至平成23年10月31日
　

売上高（千円） 637,808 596,373 569,943 897,967

税引前四半期純利益金額

（千円）
80,357 52,319 2,143 276,611

四半期純利益金額（千円） 46,205 30,083 1,232 150,542

１株当たり四半期純利益金

額（円）
1,509.44 963.91 36.62 4,465.13
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第６ 【提出会社の株式事務の概要】

事業年度 11月１日から10月31日

定時株主総会 毎決算期の翌日から３ヵ月以内

基準日 10月31日

剰余金の配当の基準日 ４月30日、10月31日

１単元の株式数 ―

単元未満株式の買取り 　
　取扱場所 ―

　株主名簿管理人 ―

　取次所 ―

　買取手数料 ―

公告掲載方法

当会社の公告方法は、電子公告とする。
ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができ
ない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。
 
なお、電子公告は当会社のホームページに掲載しており、そのアドレスは、次のとおり
です。
　http://www.celsys.co.jp/

株主に対する特典 該当事項はありません。
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第７ 【提出会社の参考情報】

１ 【提出会社の親会社等の情報】

当社は親会社等がないため、該当事項はありません。

　

２ 【その他の参考情報】

当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。

　

　(1) 有価証券届出書（普通株式）及びその添付書類

　　　一般募集及び売出し分　平成23年３月24日関東財務局長に提出

　

　(2) 有価証券届出書の訂正届出書（普通株式）

　訂正届出書（上記（1）有価証券届出書の一般募集及び売出し分の訂正届出書）平成23年３月30日関東

財務局長に提出

　訂正届出書（上記（1）有価証券届出書の一般募集及び売出し分の訂正届出書）平成23年４月４日関東

財務局長に提出

　

　(3) 有価証券報告書及びその添付書類並びに有価証券報告書の確認書

　事業年度　第20期(自　平成21年11月１日　至　平成22年10月31日)平成23年１月28日関東財務局長に提出

　

　(4) 内部統制報告書及びその添付書類

　事業年度　第20期(自　平成21年11月１日　至　平成22年10月31日)平成23年１月28日関東財務局長に提出

　

　(5) 四半期報告書、四半期報告書の確認書

第23期第１四半期(自　平成22年11月１日　至　平成23年１月31日)平成23年３月11日関東財務局長に提

出

第23期第２四半期(自　平成23年２月１日　至　平成23年４月30日)平成23年６月10日関東財務局長に提

出

第23期第３四半期(自　平成23年５月１日　至　平成23年７月31日)平成23年９月９日関東財務局長に提

出

　
　(6) 臨時報告書

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定（株主総会における議決権行使の

結果）に基づく臨時報告書

　平成23年２月１日関東財務局長提出

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第４号の規定（主要株主の異動）に基づく臨時報告

書

　平成23年４月12日関東財務局長提出

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第６号の３の規定（共同株式移転の方法による持株

会社の設立）に基づく臨時報告書

　平成23年11月25日関東財務局長提出
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
　

　
平成23年１月28日

株式会社セルシス
取締役会　御中

新日本有限責任監査法人

　
指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士　　岡　　本　　和　　巳　㊞

　
指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士　　小　　野　　淳　　史　㊞

　

＜財務諸表監査＞

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に
掲げられている株式会社セルシスの平成21年11月１日から平成22年10月31日までの第20期事業年度の財務諸
表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュ・フロー計算書及び附属明細表に
ついて監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表
に対する意見を表明することにある。
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基
準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監
査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた
見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果と
して意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、株式会社セルシスの平成22年10月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績
及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
　

＜内部統制監査＞

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第２項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社セルシス
の平成22年10月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。財務報告に係る内部統制を整備及び運用
並びに内部統制報告書を作成する責任は、経営者にあり、当監査法人の責任は、独立の立場から内部統制報告
書に対する意見を表明することにある。また、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全に
は防止又は発見することができない可能性がある。
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠
して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要な
虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。内部統制監査は、試査を基礎として行わ
れ、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果についての、経営者が行った記載を含め全体
としての内部統制報告書の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、内部統制監査の結果として意見
表明のための合理的な基礎を得たと判断している。
当監査法人は、株式会社セルシスが平成22年10月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示
した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価
の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価について、すべての重要な点において適正に表示している
ものと認める。
　
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以　上

　
 

(注) １　上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま

す。

　　 ２　財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
　

　
平成24年１月27日

株式会社セルシス
取締役会　御中

新日本有限責任監査法人

　
指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士　　斉　　藤　　浩　　史　㊞

　
指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士　　小　　野　　淳　　史　㊞

　

＜財務諸表監査＞

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に
掲げられている株式会社セルシスの平成22年11月１日から平成23年10月31日までの第21期事業年度の財務諸
表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュ・フロー計算書及び附属明細表に
ついて監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表
に対する意見を表明することにある。
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基
準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監
査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた
見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果と
して意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、株式会社セルシスの平成23年10月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績
及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。　
　
追記情報　
重要な後発事象に記載の通り、会社は平成２３年１１月２５日開催の取締役会において、株式会社エイチア
イと共同株式移転の方法により、共同持株会社アートスパークホールディングス株式会社を設立することを
決議し、平成２４年１月２６日開催の定時株主総会において承認されている。
　

＜内部統制監査＞

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第２項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社セルシス
の平成23年10月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。財務報告に係る内部統制を整備及び運用
並びに内部統制報告書を作成する責任は、経営者にあり、当監査法人の責任は、独立の立場から内部統制報告
書に対する意見を表明することにある。また、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全に
は防止又は発見することができない可能性がある。
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠
して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要な
虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。内部統制監査は、試査を基礎として行わ
れ、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果についての、経営者が行った記載を含め全体
としての内部統制報告書の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、内部統制監査の結果として意見
表明のための合理的な基礎を得たと判断している。
当監査法人は、株式会社セルシスが平成23年10月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示
した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価
の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価について、すべての重要な点において適正に表示している
ものと認める。
　
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以　上

　
 

(注) １　上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま

す。

　　 ２　財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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